
 

 

改正 令和元年１２月２５日  原規規発第 1912257 号-4 原子力規制委員会決定 

 

令和元年１２月２５日 

 

原子力規制委員会   

 

実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準

等の一部改正について 

 

次の各号に掲げる規程の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。 

(1) 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準

（原規技発第 1306198 号） 別表第１ 

(2) 発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド（原規技発第 13061919

号） 別表第２ 

(3) 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイド（原規技発第 13061920 号） 別表第

３ 

(4) 発電用原子炉施設に使用する特定機器の型式証明及び型式指定運用ガイド（原規技発

第 13061921 号） 別表第４ 

(5) 廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準（原管廃発第 13112715

号） 別表第５ 

 

 

附 則 

１ この規程は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１５号）第３条の

規定の施行の日（令和２年４月１日）から施行する。 

２ 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準の

一部を改正する規程（原規技発第 1910022 号（令和元年１０月２日原子力規制委員会決

定）。以下「旧一部改正規程」という。）附則第２項及び第３項を削る。 

３ この規程の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和

３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の３の２４第１項の規定による認可

を受けている者（旧一部改正規程附則第２項ただし書の規定を適用した場合を除く。）に

対するこの規程による改正後の実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子

炉施設保安規定の審査基準（以下「新保安規定審査基準」という。）のうち実用発電用原子

炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号）第９２条第１項第１

６号に関する部分（１．（１）ハ⑤及びニ⑥並びに（２）並びに２．に関する部分に限る。

以下同じ。）の適用については、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する



 

規則（平成２５年原子力規制委員会規則第６号）第５３条に定める技術上の基準に適合す

るために必要な事項に係る法第４３条の３の９第１項の規定による認可を受けた設計及

び工事の計画に従って行われる工事に係る法第４３条の３の１１第１項の規定による検

査について原子力規制委員会の確認を受けた後に当該工事を行った発電用原子炉施設の

使用を開始する日までの間は、なお旧一部改正規程による改正前の実用発電用原子炉及び

その附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準の例による。ただし、この間

に行われる法第４３条の３の２４第１項の規定による認可（新保安規定審査基準のうち、

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第９２条第１項第１６号に関する部分に適

合するために必要な変更に係るものに限る。）については、この限りでない。 
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別表第１ 実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

発電用原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき、工場又は事業所

ごとに保安規定を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前

に原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、実用発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第

７７号。以下「実用炉規則」という。）第９２条第１項各号において規

定されている事項について定め、申請書を提出することが求められて

いる。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申

請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２

項に定める認可要件である 

・原子炉等規制法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８

第１項の許可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段

の規定により届け出たところによるものでないと認められないこ

と 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原

子炉による災害の防止上十分でないものであると認められないこ

と 

発電用原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「原子炉等規制法」

という。）第４３条の３の２４第１項の規定に基づき、事業所ごとに保

安規定を定め、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられ

ている。 

 これを受け、認可を受けようとする発電用原子炉設置者は、実用発

電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第

７７号。以下「実用炉規則」という。）第９２条第１項において規定さ

れている各項目について定め、申請書を提出することが求められてい

る。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、発電用原子炉設置者から申

請された保安規定について、原子炉等規制法第４３条の３の２４第２

項に定める認可要件である「核燃料物質若しくは核燃料物質によって

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認

められない」ことを確認するための審査を行うこととしている。 
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を確認するための審査を行うこととしている。 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

ただし、実用炉規則第９２条第１項各号において定められている事

項の中には、設置の工事に着手する段階で定めることが困難であり、

かつ、それらをその段階で定めていなくても災害の防止上支障がない

事項が存在することから、核燃料物質を初めて工場若しくは事業所に

搬入又は原子炉に装荷するまでの間において適用される保安規定の

審査に当たっては、それらの事項を定める時期が設定されていること

及びその時期までにそれらの事項を定めることにより、災害の防止上

支障がないものと認められることを審査において確認することとす

る。 

 

 

したがって、保安規定の審査における基準を明確にする観点から、

保安規定の認可の審査に当たって確認すべき事項を次のとおり定め

る。 

 （新設） 

 

実用炉規則第９２条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

１．関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領書、手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるとと

もに、これを遵守することが定められていること。また、これらの

文書の位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の積極

的な関与が明記されていること。 

２． （略）  

実用炉規則第９２条第１項第１号 関係法令及び保安規定の遵守の

ための体制 

○ 関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関与を

含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領書、作

業手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定

めるとともに、これを遵守し、その位置付けが明確にされている

こと。特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

 

○ （略） 
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（削る） 実用炉規則第９２条第１項第２号 安全文化醸成のための体制 

○ 安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）に

関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順書そ

の他保安に関する文書について、重要度等に応じて定めるととも

に、その位置付けが明確にされていること。特に、経営責任者の

積極的な関与が明記されていること。 

○ 保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、強

化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するための体

制を確実に構築することが明確となっていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第２号 品質マネジメントシステム 

１．品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）については、

原子炉等規制法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第

１項の許可（以下単に「許可」という。）を受けたところによるもの

であり、かつ、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必

要な体制の基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第  

号）及び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則の解釈（番号（令和 年 月 日原子力規制

委員会決定））を踏まえて定められていること。 

 

 

２．具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組織及

び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順書等の位

実用炉規則第９２条第１項第３号 発電用原子炉施設の品質保証 

○ 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第７条の３から

第７条の３の７及び研究開発段階にある発電の用に供する原子

炉の設置、運転等に関する規則第２６条の２から第２６条の２の

７の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技術規程「原子

力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥＡＣ４１１１

-２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２１･０９･１４原

院第１号（平成２１年１０月１６日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１６５ｃ－０９－１、ＮＩＳＡ－１９６ｃ－０９－

３）））において認められたＪＥＡＣ４１１１－２００９又はそれ

と同等の規格に基づく品質保証計画が定められていること。 

○ 品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保安規

定における品質保証に関する記載について」（平成１６･０３･０
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置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関する管理の程度

が把握できるように定められていること。また、その内容は、原子

力安全に対する重要度に応じて、その適用の程度を合理的かつ組織

の規模に応じたものとしているとともに、定められた内容が、合理

的に実現可能なものであること。 

３．その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方法に

ついて明確にされていること。この具体的な方法について保安規定

の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、当該文書体系

について明確にされていること。 

４．手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵守するた

めに、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等

といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系における位置付けが明

確にされていること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

４原院第３号（平成１６年３月２２日原子力安全・保安院制定（Ｎ

ＩＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記載しているこ

と。 

 

 

（新設） 

 

 

 

○ 作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

実用炉規則第７６条に規定された要領書、作業手順書その他保安

に関する文書について、これらを遵守するために、重要度等に応

じて、保安規定及びその２次文書、３次文書等といった品質保証

に係る文書の階層的な体系の中で、その位置付けが明確にされて

いること。 

○ 発電用原子炉施設の定期的な評価に関することについては、「実

用発電用原子炉施設における定期安全レビューの実施について」

（平成２０・０８・２８原院第８号（平成２０年８月２９日原子

力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１６７ａ－０８－１）））を参考

に、実用炉規則第７７条に規定された発電用原子炉施設の定期的

な評価を実施するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的

に実施することが定められていること。 

○ 発電用原子炉施設の定期的な評価に関することについては、実用
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炉規則第７７条第１項の規定に基づく措置を講じたときは、同項

各号に掲げる評価の結果を踏まえて、発電用原子炉設置者及びそ

の従業員が遵守すべき必要な措置（以下「保安活動」という。）の

計画、実施、評価及び改善並びに品質保証計画の改善を行うこと

が定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第３号 発電用原子炉施設の運転及び管

理を行う者の職務及び組織 

１．本店等における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措

置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

２．工場又は事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講

ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められている

こと。 

 

実用炉規則第９２条第１項第４号 発電用原子炉施設の運転及び管

理を行う者の職務及び組織 

○ 本店における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措

置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

○ 事業所における発電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき

措置に必要な組織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第４号、第５号、第６号 発電用原子炉主

任技術者の職務

の範囲等 

１． （略） 

２．発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十分に果たすこと

ができるようにするため、原子炉等規制法第４３条の３の２６第２

項において準用する第４２条第１項に規定する要件を満たすこと

を含め、職務範囲及びその内容（発電用原子炉の運転に従事する者

は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うことを

実用炉規則第９２条第１項第５号、６号、７号 発電用原子炉主任技

術者の職務の範囲

等 

○ （略） 

○ 発電用原子炉主任技術者が保安の監督の責務を十全に果たすこ

とができるようにするため、原子炉等規制法第４３条の３の２６

第２項において準用する第４２条第１項に規定する要件を満た

すことを含め、職務範囲及びその内容（原子炉の運転に従事する

者は、発電用原子炉主任技術者が保安のために行う指示に従うこ
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含む。）について適切に定められていること。また、発電用原子炉主

任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の

位置付けがなされていること。 

３．特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障を来すことが

ないよう、上位者等との関係において独立性が確保されているこ

と。なお、必ずしも工場又は事業所の保安組織から発電用原子炉主

任技術者が独立していることが求められるものではない。 

４．電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督

の責務を十分に果たすことができるようにするため、電気事業法第

４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及びそ

の内容について適切に定められていること。また、電気主任技術者

及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を適切に行う上

で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされていること。 

 

５．発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービ

ン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通を図る

ことが定められていること。 

 

とを含む。）について適切に定められていること。また、発電用

原子炉主任技術者が保安の監督を適切に行う上で、必要な権限及

び組織上の位置付けがなされていること。 

○ 特に、発電用原子炉主任技術者が保安の監督に支障をきたすこと

がないよう、上位者等との関係において独立性が確保されている

こと。なお、必ずしも事業所の保安組織から発電用原子炉主任技

術者が、独立していることが当然に求められるものではない。 

○ 電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者が保安の監督

の責務を十全に果たすことができるようにするため、電気事業法

第４３条第４項に規定する要件を満たすことを含め、職務範囲及

びその内容について適切に定められていること。また、電気主任

技術者及びボイラー・タービン主任技術者が監督を適切に行う上

で必要な権限及び組織上の位置付けに関することが定められて

いること。 

○ 発電用原子炉主任技術者、電気主任技術者及びボイラー・タービ

ン主任技術者が相互の職務について情報を共有し、意思疎通が図

られることが定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第７号 保安教育 

１．発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する事業

者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、保安教育

実施方針が定められていること。 

２．従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施計画

実用炉規則第９２条第１項第８号 保安教育 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が定め

られていること。 

 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ
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を定め、計画的に保安教育を実施することが定められていること。 

 

３．従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施状況

を確認することが定められていること。 

４．燃料取替に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関する

業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安教育を実

施することが定められていること。 

 

５．保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容、その見

直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

き、保安教育実施計画を定め、計画的に保安教育を実施すること

が定められていること。 

○ 従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づ

いた保安教育実施状況を確認することが定められていること。 

○ 協力企業の従業員のうち、燃料取替に関する業務の補助及び放射

性廃棄物取扱設備に関する業務の補助を行う協力企業従業員に

ついては、従業員に準じて保安教育を実施することが定められて

いること。 

○ 保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を起こ

さないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容とその

見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第８号イからハまで 発電用原子炉施設

の運転に関する体

制、確認すべき事

項、異状があった

場合の措置等 

１． （略）  

２．発電用原子炉施設の運転管理に係る組織内規程類を作成すること

が定められていること。 

３． （略） 

４．発電用原子炉の起動その他の発電用原子炉の運転に当たって確認

すべき事項について定められていること。 

実用炉規則第９２条第１項第９号 発電用原子炉施設の運転 

 

 

 

 

○ （略） 

○ 発電用原子炉施設の運転管理に係る社内規程類を作成すること

が定められていること。 

○ （略） 

○ 原子炉起動前に確認すべき事項について定められていること。 

 



 

8 
 

５．地震、火災、有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等の発生

時に講ずべき措置について定められていること。 

６． （略） 

７．発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系統

及び機器、重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構成す

る設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の制限

（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」という。）、

ＬＣＯを逸脱していないことの確認（以下「サーベイランス」とい

う。）の実施方法及び頻度、ＬＣＯを逸脱した場合に要求される措置

（以下単に「要求される措置」という。）並びに要求される措置の完

了時間（Allowed Outage Time。以下「ＡＯＴ」という。）が定めら

れていること。 

なお、ＬＣＯ等は、許可を受けたところによる安全解析の前提条

件又はその他の設計条件を満足するように定められていること。 

 

 

８．サーベイランスの実施方法については、確認する機能が必要とな

る事故時等の条件で必要な性能が発揮できるかどうかを確認（以下

「実条件性能確認」という。）するために十分な方法（事故時等の条

件を模擬できない場合等においては、実条件性能確認に相当する方

法であることを検証した代替の方法を含む。）が定められているこ

と。また、サーベイランス及び要求される措置を実施する時期の延

長に関する考え方、サーベイランスの際のＬＣＯの取扱い等が定め

○ 地震・火災・有毒ガス（予期せず発生するものを含む。）等発生時

に講ずべき措置について定められていること。 

○ （略） 

○ 発電用原子炉施設の重要な機能に関して、安全機能を有する系

統、機器及び重大事故等対処設備（特定重大事故等対処施設を構

成する設備を含む。）等について、運転状態に対応した運転上の制

限（Limiting Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」とい

う。）を満足していることの確認の内容（以下「サーベランス」と

いう。）、ＬＣＯを満足していない場合に要求される措置（以下「要

求される措置」という。）及び要求される措置の完了時間（Allowed 

Outage Time。以下「ＡＯＴ」という。）が定められていること。 

 

なお、ＬＣＯ等は、原子炉等規制法第４３条の３の５による原子

炉設置許可申請及び同法第４３条の３の８による原子炉設置変

更許可申請において行った安全解析の前提条件又はその他の設

計条件を満足するように定められていること。 

○ ＬＣＯの確認について、サーベランス実施方法、サーベランス及

び要求される措置を実施する間隔の延長に関する考え方、確認の

際のＬＣＯの取扱い等が定められていること。 
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られていること。 

９．ＬＣＯを逸脱した場合について、事象発見からＬＣＯに係る判断

までの対応目安時間等を組織内規程類に定めること及び要求され

る措置等の取扱方法が定められていること。 

１０． （略） 

１１．ＬＣＯを逸脱した場合のほか、緊急遮断等の異常発生時や監視

項目が警報設定値を超過するなどの異状があった場合の基本的対

応事項及び講ずべき措置並びに異常収束後の措置について定めら

れていること。 

１２．ＬＣＯが設定されている設備等について、予防保全を目的とし

た保全作業をその機能が要求されている発電用原子炉の状態にお

いてやむを得ず行う場合には、当該保全作業が限定され、原則とし

てＡＯＴ内に完了することとし、必要な安全措置を定め、確率論的

リスク評価（ＰＲＡ：Probabilistic Risk Assessment）等を用いて

措置の有効性を検証することが定められていること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

○ ＬＣＯを満足しない場合について、事象発見からＬＣＯに係る判

断までの対応目安時間等を社内規程類に定めること及び要求さ

れる措置等の取扱い方法が定められていること。 

○ （略） 

○ 異常発生時の基本的対応事項及び採るべき措置並びに異常収束

後の措置について定められていること。 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業を

行う場合には、法令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再発

防止対策の水平展開として実施する点検及び補修等に限ること

が定められていること。 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業の実施について、ＡＯＴ内に完了

することが定められていること。 

なお、ＡＯＴ内で完了しないことが予め想定される場合には、当

該保全作業が限定され、必要な安全措置を定めて実施することが

定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第８号ニ 発電用原子炉の運転期間 

１． （略） 

実用炉規則第９２条第１項第１０号 発電用原子炉の運転期間 

○ （略） 
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２． （略） 

３．実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２条

第１項第８号ニに掲げる発電用原子炉の運転期間を定め、又はこれ

を変更しようとする場合は、申請書に発電用原子炉の運転期間の設

定に関する説明書（発電用原子炉の運転期間を変更しようとする場

合は、実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果を記載した書類を

含む。以下単に「説明書」という。）が添付されていること。 

４．発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①発電用原子炉を停止

して行う必要のある点検及び検査の間隔から定まる期間、②燃料交

換の間隔から定まる期間（発電用原子炉起動から次回の定期事業者

検査を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間）、のう

ちいずれか短い期間の範囲内で、実用炉規則第５５条に定める定期

事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、発電用原子炉の

運転期間（定期事業者検査が終了した日から次回の定期事業者検査

を開始するために発電用原子炉を停止するまでの期間）が記載され

ていること。なお、発電用原子炉の運転期間の設定に当たっては、

発電用原子炉を起動してから定期事業者検査が終了するまでの期

間も考慮していること。 

実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電

用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１３

０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参

考として記載していること。 

 

○ （略） 

○ 実用炉規則第９２条第２項第１号に基づき、実用炉規則第９２条

第１項第１０号に掲げる原子炉の運転期間を定め、又はこれを変

更しようとする場合は、申請書に原子炉の運転期間の設定に関す

る説明書（原子炉の運転期間を変更しようとする場合は、実用炉

規則第８２条第４項の見直しの結果を記載した書類を含む。以下

「説明書」という。）が添付されていること。 

○ 発電用原子炉ごとに、説明書に記載された①原子炉を停止して行

う必要のある点検、検査の間隔から定まる期間、②燃料交換の間

隔から定まる期間（原子炉起動から次回定期検査を開始するため

に原子炉を停止するまでの期間）、のうちいずれか短い期間の範

囲内で、実用炉規則第４８条に定める定期検査を受けるべき時期

の区分を上限として、発電用原子炉の運転期間（定期検査が終了

した日から次回定期検査を開始するために原子炉を停止するま

での期間）が記載されていること。なお、原子炉の運転期間の設

定に当たっては、原子炉を起動してから定期検査が終了するまで

の期間も考慮されていること。 

 

実用炉規則第８２条第４項の見直しの結果の内容は、「実用発電

用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ発第１

３０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））

を参考として記載していること。特に、同結果において、発電用

原子炉の運転期間の変更に伴う長期保守管理方針の変更の有無
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５．特に、同結果において、発電用原子炉の運転期間の変更に伴う長

期施設管理方針の変更の有無及びその理由が明らかとなっている

こと。 

６．発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第５５

条に定める定期事業者検査を実施すべき時期の区分を上限として、

段階的に延長することとなっていること。 

７．運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う許可

を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則した影

響評価の結果が説明書に記載されていること。 

 

 

８．説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間については、

期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について許可

を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針を満たして

いること。 

 

及びその理由が明らかとなっていること。 

（新設） 

 

 

○ 発電用原子炉の運転期間を延長する場合には、実用炉規則第４８

条に定める定期検査を受けるべき時期の区分を上限として、段階

的な延長となっていること。 

○ 運転期間が１３月を超える延長の場合には、当該延長に伴う原子

炉等規制法第４３条の３の５に基づく原子炉設置許可及び同法

第４３条の３の８に基づく原子炉設置変更許可申請書に記載さ

れた基本設計ないし基本的設計方針に則した影響評価の結果が

説明書に記載されていること。 

○ 説明書に記載された燃料交換の間隔から定まる期間については、

期間を変更した後においても発電用原子炉の安全性について原

子炉等規制法第４３条の３の５に基づく原子炉設置許可及び同

法第４３条の３の８に基づく原子炉設置変更許可申請書に記載

された基本設計ないし基本的設計方針を満たしていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第８号ホ 発電用原子炉施設の運転の安

全審査 

１． （略）  

実用炉規則第９２条第１項第１１号 発電用原子炉施設の運転の安

全審査 

○ （略） 
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実用炉規則第９２条第１項第９号 管理区域、保全区域及び周辺監視

区域の設定等 

１． （略） 

２． （略） 

３．管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき措置

を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空気中

の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそれのある物の表

面汚染密度の基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

６．管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵守さ

せる措置が定められていること。 

７．管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際に講

ずべき事項が定められていること。 

８． （略） 

９． （略） 

１０．役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の必要

事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１２号 管理区域、保全区域及び周辺監

視区域の設定等 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき措

置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、空

気中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれのあ

る物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを遵

守させる措置が定められていること。 

○ 管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に講

ずべき事項が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 

○ 請負会社に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及びそれ

を遵守させる措置が定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１０号 排気監視設備及び排水監視設

備 

１．放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測定等

の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並びにその使

実用炉規則第９２条第１項第１３号 排気監視設備及び排水監視設

備 

○ 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の管理目標値及

び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物
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用方法が定められていること。 

（削る） 

 

 

２．これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部として、第１８号における施設管理に関する事項と併せて

定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射線測定に係

るものの使用方法については、施設全体の管理方法の一部として、

第１２号における放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に

関する事項と併せて定められていてもよい。 

 

の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

○ 放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理目標

値を満たすための放出量管理方法、並びに放射性気体廃棄物の放

出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 

実用炉規則第９２条第１項第１１号 線量、線量当量、汚染の除去等 

１．放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められているこ

と。 

２．国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as reasonably 

achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神にのっとり、放射

線業務従事者が受ける線量を管理することが定められていること。 

３．実用炉規則第７８条に基づく床、壁等の除染を実施すべき表面汚

染密度の明確な基準が定められていること。 

４． （略） 

５． （略） 

実用炉規則第９２条第１項第１４号 線量、線量当量、汚染の除去等 

○ 放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないた

めの措置が定められていること。 

 

（新設） 

 

 

 

○ 実用炉規則第７８条に基づく、床・壁等の除染を実施すべき表面

汚染密度の明確な基準が定められていること。 

○ （略） 

○ （略） 
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６．核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除く。）

の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は事業所の外

での運搬中に関するものを除く。）が定められていること。なお、こ

の事項は、第１３号又は第１４号における運搬に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

７．原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合にお

いては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法

に基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を満

足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれる放射

性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り扱うことが

定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物との仕分け

等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄物の管理に関す

る事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、「原

○ 核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を除

く。) の事業所外への運搬に関する事業所内の行為が定められて

いること。 

 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第２項により認可を受けた場合に

おいては、同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の

方法に基づき、同法第６１条の２第１項の確認を受けようとする

物に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うこ

とが定められていること。 

 

 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価

の方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号

（平成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考と

して記載していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の測

定及び評価方法の認可において記載された内容を満足するよう

に定められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、
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子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いについて

（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５月２７日

原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－１）））を参

考として定められていること。なお、この事項は、放射性廃棄物と

の仕分け等を明確にするため、第１４号における放射性廃棄物の管

理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

９． （略） 

 

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

 

○ （略） 

 

実用炉規則第９２条第１項第１２号 放射線測定器の管理及び放射

線の測定の方法 

１．放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。以下

同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並びにその使

用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められていること。 

（削る） 

 

２．放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管理方

法の一部等として、第１８号における施設管理に関する事項と併せ

て定められていてもよい。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１５号 放射線測定器の管理 

 

○ 放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 

 

○ 放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が定め

られていること。 

（新設） 

 

（削る） 実用炉規則第９２条第１項第１６号 発電用原子炉施設の巡視及び

点検 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の点検対象施

設並びに設備の巡視及び点検並びにこれらに伴う処置に関する
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こと（巡視及び点検の頻度を含む。）について、適切な内容が定

められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１３号 核燃料物質の受払い、運搬、貯

蔵等 

１．工場又は事業所内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃

料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないようにする措置その他

の保安のために講ずべき措置を講ずること、貯蔵施設における貯蔵

の条件等が定められていること。 

２．新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬に関する行

為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に関する

ことが定められていること。なお、この事項は、第１１号又は第１

４号における運搬に関する事項と併せて定められていてもよい。 

（削る） 

 

 

 

３．燃料取替に際して、炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で

運転するために取替炉心の安全性評価を許可を受けたところによ

る安全評価と同様に行った上で燃料装荷実施計画を定めること及

び燃料移動手順に従うこと等が定められていること。なお、発電用

原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取替炉心ごとに

管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目等として定めら

実用炉規則第９２条第１項第１７号 核燃料物質の受払い、運搬、貯

蔵等 

○ 事業所構内における新燃料の運搬及び貯蔵並びに使用済燃料の

運搬及び貯蔵に際して保安のために講ずべき措置として、運搬す

る場合に臨界に達しない措置を講ずること及び貯蔵施設等が定

められていること。 

（新設） 

 

 

 

○ 燃料検査の際に保安のために講ずべき措置として、装荷予定の照

射された燃料のうちから選定した燃料の健全性に異常のないこ

とを確認すること及び燃料使用の可否を判断すること等が定め

られていること。 

○ 燃料取替に際して保安のために講ずべき措置として、燃料装荷実

施計画（取替炉心の安全性評価を含む。）を定めること及び燃料移

動手順に従うこと等が定められていること。 

なお、発電用原子炉の運転期間の設定に関する説明書において取

替炉心ごとに管理するとした項目が、取替炉心の安全性評価項目

等として定められていること。 
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れていること。 

 

 

実用炉規則第９２条第１項第１４号 放射性廃棄物の廃棄 

１． （略） 

２．放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場又は

事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関する行為の

実施体制が定められていること。 

３．放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行為

（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係る体

制が構築されていることが明記されていること。なお、この事項は、

第１１号及び第１３号における運搬に関する事項と併せて定めら

れていてもよい。 

４．放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理目標

値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄

物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

５． （略） 

６．平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、評価

等）について定められていること。 

７．ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理することが定

められていること。 
（削る） 

 

 

実用炉規則第９２条第１項第１８号 放射性廃棄物の廃棄 

○ （略） 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

○ 放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の管理目標値及

び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物

の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

○ （略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

○ 原子炉等規制法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物

の取扱いに関することについては、「放射能濃度の測定及び評価

の方法の認可について（内規）」（平成１７･１１･３０原院第６号
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（削る） 

（平成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考と

して記載していること。 

なお、原子炉等規制法第６１条の２第２項による放射能濃度の測

定及び評価方法の認可において記載された内容を満足するよう

に定められていること。 

○ 放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについては、

「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱いに

ついて（指示）」（平成２０･０４･２１原院第１号（平成２０年５

月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１ａ－０８－

１）））を参考として記載していること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１５号 非常の場合に講ずべき処置 

１． （略） 

２．緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが定め

られていること。 

３． （略） 

４．緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特別措

置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力事業者防

災業務計画によることが定められていること。 

５． （略） 

６．次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従事さ

せるための要員として選定することが定められていること。 

実用炉規則第９２条第１項第１９号 非常の場合に講ずべき処置 

○ （略） 

○ 緊急時における運転操作に関する社内規程類を作成することが

定められていること。 

○ （略） 

○ 緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画によるこ

とが定められていること。 

 

○ （略） 

○ 次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業

に従事させるための要員として選定することが定められている
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（１）・（２） （略） 

（３）実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に

従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３項に

規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する原子力

防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災管理者で

あること。 

７．放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）、緊急作業

を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる等の非常

の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められていること。 

 

８．事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定められ

ていること。 

９． （略） 

 

こと。 

１．・２． （略） 

３．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業に従

事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策特別措

置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１

項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３項に規定する

副原子力防災管理者であること。 

○ 放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理（放射

線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含む。）及び緊

急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を受診させる

等の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容が定められて

いること。 

○ 事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定められて

いること。 

○ （略） 

 

実用炉規則第９２条第１項第１６号 設計想定事象等に係る発電用

原子炉施設の保全に関する措

置 

１．許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針に則し

た対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲げる措置を

講ずることが定められていること。 

（１）発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関す

実用炉規則第９２条第１項第２０号 火災発生時における発電用原

子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備 

○ 火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における発電

用原子炉施設の保全のための活動（消防吏員への通報、消火又は

延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活

動を含む。以下同じ。）を含む火災防護対策を行う体制の整備に関
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る計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って必要

な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げる事項

を含めること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止その

他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関するこ

と。 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以下「火

山影響等」という。） 

① 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機

能を維持するための対策に関すること。 

② ①に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電

源設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を

維持するための対策に関すること。 

③ ②に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源

が喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること。 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化

及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大事故等」

という。） 

① 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止する

ための対策に関すること。 

② 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止

し、次の各号に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な計画を策定すること。 

２．火災の発生を消防官吏に確実に通報するために必要な設備を設

置すること。 

３．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な要員を配置すること。 

４．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

う要員に対する訓練に関すること。 

５．火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な化学消防自動車、泡消火薬剤その他の資機材を

備え付けること。  

６．持込物（可燃物）の管理に関すること。 

７．その他、火災発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制を整備すること。 

８．火災発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価す

るとともにその結果を踏まえて必要な措置を講じること。 
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するための対策に関すること。 

③ 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵す

る燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

④ 重大事故等発生時における原子炉停止時の燃料体の著し

い損傷を防止するための対策に関すること。 

⑤ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものを除く。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策（上記①から④までの対

策に関することを含む。）に関すること。 

⑥ 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下

「大規模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合

における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和する

ための対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和

するための対策に関すること。 

④ 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確

保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

⑤ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減する
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ための対策に関すること。 

⑥ 重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムによるものに限る。）発生時における特

定重大事故等対処施設を用いた対策に関すること。 

（２）（１）に掲げる措置のうち重大事故等発生時又は大規模損壊発

生時におけるそれぞれの措置に係る手順については、それぞれ

次に掲げるとおりとすること。 

イ 重大事故等発生時 

① 許可を受けた対応手段、重要な配慮事項、有効性評価の前

提条件となる操作の成立性に係る事項が定められ、定められ

た内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処することを

妨げるものでないこと。 

② 炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐため

に最優先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定め

られていること。 

原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順については、

格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替循

環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃が

し装置による手順に優先して実施することが定められてい

るとともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要

な状況においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用す

ることが定められていること。 
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③ 措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（②に

関するものを除く。）については記載を要しない。 

ロ 大規模損壊発生時 

  定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処す

ることを妨げるものでないこと。 

（３）必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及

び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発生時

における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活

動を行う要員に対する教育及び訓練については、それぞれ毎年

１回以上定期に実施すること及び重大事故等対処施設の使用

を開始するに当たって必要な教育及び訓練をあらかじめ実施

すること。 

（４）必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、

照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付ける

こと。 

（５）その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要な

体制を整備すること。 

２．重大事故等又は大規模損壊が発生した場合において、核燃料物質

若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉によ

る災害を防止するために必要があると認めるときは、組織内規程類

にあらかじめ定めた計画及び手順にとらわれず、発電用原子炉施設

の保全のための所要の措置を講ずることが定められていること。 
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（削る） 実用炉規則第９２条第１項第２１号 内部溢水発生時における発電

用原子炉施設の保全のための

活動を行う体制の整備 

○ 発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合（以下「内部溢

水発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のための体

制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定められている

こと。 

１．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行うための必要な計画を策定すること。 

２．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な要員を配置すること。 

３．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行う要員に対する訓練に関すること。 

４．内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のための活動

を行うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え

付けること。 

５．その他、内部溢水発生時における発電用原子炉施設の保全のた

めの活動を行うために必要な体制を整備すること。 

６．内部溢水発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評

価するとともに、その結果を踏まえて必要な措置を講じるこ

と。 
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（削る） 実用炉規則第９２条第１項第２１号の２ 火山影響等発生時におけ

る発電用原子炉施設の保

全のための活動を行う体

制の整備 

○ 火山現象による影響が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「火山影響等発生時」という。）における発電用原子炉施設

の保全のための活動を行う体制の整備に関しては、次に掲げる措

置を講じることが定められていること。 

 １．火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な計画を策定すること。 

 ２．火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員を配置すること。 

 ３．火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する訓練に関すること。 

 ４．火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要なフィルターその他の資機材を備え付け

ること。 

 ５．火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な次に掲げる事項を定め、これを要員に守

らせること。 

一 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能

を維持するための対策に関すること。 

二 一に掲げるもののほか、火山影響等発生時における代替電源
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設備その他の炉心を冷却するために必要な設備の機能を維持

するための対策に関すること。 

三 二に掲げるもののほか、火山影響等発生時に交流動力電源が

喪失した場合における炉心の著しい損傷を防止するための対

策に関すること。 

６．その他、火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．火山影響等発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に

評価するとともに、その結果を踏まえて必要な措置を講じるこ

と。 

 

（削る） 実用炉規則第９２条第１項第２２号 重大事故等発生時における発

電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備 

○ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡変化及び

設計基準事故を除く。）又は重大事故が発生した場合（以下「重大

事故等発生時」という。）における発電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備（特定重大事故等対処施設を用いた対策

に関する事項を含む。）に関しては、次に掲げる措置を講じること

が定められていること。 

なお、これらの措置については、特定重大事故等対処施設を用い

て重大事故等（原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その

他テロリズムによるものを除く。）に対処するために必要な事項
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を含むこと。 

１．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な計画を策定すること。 

２．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員（以下「対策要員」という。）を配置

すること。 

３．対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施す

ること。なお、重大事故等対処施設の使用を開始するに当たっ

ては、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。 

４．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他

の資機材を備え付けること。 

５．重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類を定

め、これを対策要員に守らせること。 

一 重大事故等発生時における炉心の著しい損傷を防止するため

の対策に関すること。 

二 重大事故等発生時における原子炉格納容器の破損を防止する

ための対策に関すること。 

三 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃

料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。 

四 重大事故等発生時における原子炉停止時における燃料体の著

しい損傷を防止するための対策に関すること。 



 

28 
 

五 発生する有毒ガスからの運転員等の防護に関すること。 

６．その他、重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

○ 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置について、原子炉等規

制法第４３条の３の５第１項に基づく原子炉設置許可申請書及

び同添付書類又は同法第４３条の３の８第１項に基づく原子炉

設置変更許可申請書及び同添付書類に記載された有効性評価の

前提条件その他の措置に関する基本的内容を満足するよう定め

られていること。 

○ 重大事故等発生時におけるそれぞれの措置に係る手順について、

次に掲げるとおりとすること。 

１．原子炉等規制法第４３条の３の５第１項に基づく原子炉設置許

可申請書又は同法第４３条の３の８第１項に基づく原子炉設

置変更許可申請書に記載された対応手段、重要な配慮事項、有

効性評価の前提条件となる操作の成立性に係る事項が定めら

れ、定められた内容が重大事故等に対し的確かつ柔軟に対処す

ることを妨げるものでないこと。 

２．炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防ぐために最優

先すべき操作等の判断基準の基本的な考え方が定められてい

ること。原子炉格納容器の過圧破損の防止に係る手順について

は、格納容器圧力逃がし装置を設けている場合、格納容器代替
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循環冷却系又は格納容器再循環ユニットにより原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させる手順を、格納容器圧力逃がし

装置による手順に優先して実施することが定められていると

ともに、原子炉格納容器内の圧力が高い場合など、必要な状況

においては確実に格納容器圧力逃がし装置を使用することが

定められていること。 

３．措置に係る手順の優先順位や手順着手の判断基準等（２．に関

するものを除く。）については記載を要しない。 

○ 重大事故等発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動について、重大事故の発生の防止又は重大事故の拡大の防止若

しくはその影響の緩和のために必要があると認めるときは、あら

かじめ社内規程類に定めた計画及び手順によらず、所要の措置を

講じることが定められていること。 

 

（削る） 実用炉規則第９２条第１項第２３号 大規模損壊発生時における発

電用原子炉施設の保全のため

の活動を行う体制の整備 

○ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発生した場

合（以下「大規模損壊発生時」という。）における発電用原子炉施

設の保全のための活動を行う体制の整備（特定重大事故等対処施

設を用いた対策に関する事項を含む。）に関し、次に掲げる措置を

講じることが定められていること。 
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１．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な計画を策定すること。 

２．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な要員を配置すること。 

３．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行う要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に

実施すること。なお、重大事故等対処施設の使用を開始するに

当たっては、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施すること。 

４．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他

の資機材を備え付けること。 

５．大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な次に掲げる事項に関する社内規程類を定

め、これを要員に守らせること。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合にお

ける消火活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するため

の対策に関すること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和する

ための対策に関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保す

るための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対

策に関すること。 
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五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するため

の対策に関すること。 

６．その他、大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全の

ための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７．前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

○ 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、原子炉等規

制法第４３条の３の５第１項に基づく原子炉設置許可申請書及

び同添付書類又は同法第４３条の３の６第１項に基づく原子炉

設置変更許可申請書及び同添付書類に記載された措置に関する

内容を満足するよう定められていること。 

○ 大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置に係る手順について、

定められた内容が大規模損壊に対し的確かつ柔軟に対処するこ

とを妨げるものでないこと。 

○ 大規模損壊発生時における発電用原子炉施設の保全のための活

動について、必要があると認めるときは、あらかじめ社内規程類

に定めた計画及び手順によらず、所要の措置を講じることが定め

られていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第１７号 記録及び報告 

１．発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、

管理することが定められていること。その際、保安規定及びその下

位文書において、必要な記録を適正に作成し、管理するための措置

実用炉規則第９２条第１項第２４号 記録及び報告 

○ 発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成

し、管理することが定められていること。その際、保安規定及び

その下位文書において、必要な記録を適切に作成し、管理するた
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が定められていること。 

２．実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理に関

すること（計量管理規定及び核物質防護規定で定めるものを除く。）

が定められていること。 

３． （略） 

４． （略） 

５． （略） 

 

めの措置が定められていることが求められる。 

○ 実用炉規則第６７条に定める記録について、その記録の管理が定

められていること。（計量管理規定で定めるものを除く。） 

 

○ （略） 

○ （略） 

○ （略） 

 

実用炉規則第９２条第１項第１８号 発電用原子炉施設の施設管理 

１．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並びに

これらの評価及び改善について、「原子力事業者等における使用前

事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等に係る運用ガイ

ド」（番号（令和 年 月 日原子力規制委員会決定））を参考とし

て定められていること。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

実用炉規則第９２条第１項第２５号 発電用原子炉施設の保守管理 

○ 日常の保安活動の評価を踏まえ、発電用原子炉施設の保守管理に

関することについて、適切な内容が定められていること。 

 

 

 

○ 予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業を

行う場合には、法令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再発

防止対策の水平展開として実施する点検及び補修等に限ること

が定められていること。 

○ 予防保全を目的とした保全作業の実施について、ＡＯＴ内に完了

することが定められていること。 

なお、ＡＯＴ内で完了しないことがあらかじめ想定される場合に

は、当該保全作業が限定され、必要な安全措置を定めて実施する

ことが定められていること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

２．発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関することに

ついては、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイ

ド」を参考とし、実用炉規則第８２条に規定された発電用原子炉施

設の経年劣化に関する技術的な評価を実施するための手順及び体

制を定め、当該評価を定期的に実施することが定められているこ

と。 

 

３．運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期施設管理方針が定められていること。 

４．実用炉規則第９２条第１項第１８号に掲げる発電用原子炉施設の

施設管理に関することを変更しようとする場合（実用炉規則第８２

条第１項から第３項までの規定により長期施設管理方針を策定し、

又は同条第４項の規定により長期施設管理方針を変更しようとす

る場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８２条第１項、第２項若

しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を記載した

書類（以下「技術評価書」という。）が添付されていること。 

○ 「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１１条第１項

及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等

に関する規則第３０条第１項に掲げる保守管理について（内規）」

（平成２０・１２・２２原院第３号（平成２０年１２月２６日原

子力安全・保安院制定））において認められたＪＥＡＣ４２０９－

２００７又はそれと同等の規格に基づく保守管理計画が定めら

れていること。 

○ 発電用原子炉施設の経年劣化に係る技術的な評価に関すること

については、「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施

ガイド」（原管Ｐ発第１３０６１９８号（平成２５年６月１９日原

子力規制委員会決定））を参考とし、実用炉規則第８２条に規定さ

れた発電用原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価を実施

するための手順及び体制を定め、当該評価を定期的に実施するこ

とが定められていること。 

○ 運転を開始した日以後３０年を経過した発電用原子炉について

は、長期保守管理方針が定められていること 

○ 実用炉規則第９２条第１項第２５号に掲げる発電用原子炉施設

の保守管理に関することを変更しようとする場合（実用炉規則第

８２条第１項から第３項の規定により長期保守管理方針を策定

し、又は同条第４項の規定により長期保守管理方針を変更しよう

とする場合に限る。）は、申請書に実用炉規則第８２条第１項、第

２項若しくは第３項の評価の結果又は第４項の見直しの結果を

記載した書類（以下「技術評価書」という。）が添付されているこ
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５．長期施設管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉施

設における高経年化対策の実施ガイド」を参考として記載されてい

ること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

６．使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 

７．燃料体に関する定期事業者検査として、装荷予定の照射された燃

料のうちから選定したものの健全性に異常のないことを確認する

こと、燃料使用の可否を判断すること等が定められていること。 

 

と。 

○ 長期保守管理方針及び技術評価書の内容は、「実用発電用原子炉

施設における高経年化対策の実施ガイド」（原管Ｐ発第１３０６

１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参考

として記載していること。 

○ 保全計画は、施設定期検査申請書又は使用前検査申請書の添付資

料と同一のものであり、「発電用原子炉施設の使用前検査、施設定

期検査及び定期事業者検査に係る実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則のガイド」（原規技発第１３０６１９２３（平成２

５年６月１９日原子力規制委員会決定））を参考として記載して

いること。 

○ 溶接事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが定め

られていること。 

（新設） 

実用炉規則第９２条第１項第１９号 技術情報の共有 

１．プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた保

安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡会等

の事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設置者と共有

し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措置が定め

られていること。 

実用炉則第９２条第１項第２６号 技術情報の共有 

○ プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会やＰＷＲ事業者連

絡会などの事業者の情報共有の場を活用し、他の発電用原子炉設

置者と共有し、自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるため

の措置が定められていること。 
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実用炉規則第９２条第１項第２０号 不適合発生時の情報の公開 

１． （略） 

２．情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録等

に必要な事項が定められていること。 

実用炉規則第９２条第１項第２７号 不適合発生時の情報の公開 

○ （略） 

○ 情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登録な

どに必要な事項が定められていること。 

 

実用炉規則第９２条第１項第２１号 その他必要な事項 

１．日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原

子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によって

汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るものとし

て定められていること。 

 

（削る） 

実用炉規則第９２条第１項第２８号 その他必要な事項 

○ 日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電用原子炉

施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

○ 発電用原子炉設置者が、核燃料物質、核燃料物質によって汚染さ

れた物又は発電用原子炉による災害を防止するため、保安活動を

原子炉等規制法第４３条の３の２４第１項の規定に基づき保安

規定として定めることが「目的」として定められていること。 

○ 安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ)が１９７

７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡ

ＲＡ：as low as reasonably achievable)の精神にのっとり、原

子炉による災害防止のために適切な品質保証活動のもと保安活

動を実施することを「基本方針」として定められていること。 

 

 

 



 
 

別表第２ 発電用原子炉施設の設置（変更）許可申請に係る運用ガイド 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

２．発電用原子炉の設置の許可の申請に係る記載について 

（１） （略） 

 

（２）実用炉則第３条第１項第２号の区分については、次のとおりとする。 

１）～５） （略） 

 

６）同号ハ(1)(ⅱ)の「燃料体の最高燃焼度」とは、燃料材、燃料要素及

び燃料集合体のそれぞれの最高燃焼度のうち、炉心管理において燃料

健全性を確保する上で管理する必要のあるものをいう。 

 

７）・８） （略） 

 

９）同号ハ(6)の「その他の主要な事項」とは、炉心支持構造物等の炉心

の形状及び冷却材流路の確保を主たる目的としている機器に係る事

項をいう。 

 

10）～25） （略） 

 

（３）・（４） （略） 

 

（５）実用炉則第３条第１項第８号の事項については、次のとおりとする。 

１）同号の「保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項」とは、

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準

に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号。以下「品質管

理基準規則」という。）の規定を踏まえて定めた、設計を含めた保安活

２．発電用原子炉の設置の許可の申請に係る記載について 

（１） （略） 

 

（２）実用炉則第３条第１項第２号の区分については、次のとおりとする。 

１）～５） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

６）・７） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

８）～23） （略） 

 

（３）・（４） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 



 
動全般に関する品質管理に必要な体制（方法、組織等）の整備に関す

る方針に係る事項をいう。 

 

（６）実用炉則第３条第２項の書類は、次のとおりとする。なお、実用炉則

第５条第２項及び第７条第３項の添付書類についても準用する。 

１）～３） （略） 

 

４）同項第 11号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管

理に必要な体制の整備に関する説明書」は、設置許可申請に当たって

実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の活動

に係る品質管理の方法、組織等を説明した書類をいう。 

 

４．発電用原子炉設置許可申請書に係る記載について 

４．１ 全般的事項 

４．１．１ 記載すべき事項等 

（１）記載すべき事項 

１）・２） （略） 

上記１）の構築物等の仕様値について、原子炉施設の設計及び工事の

計画の認可申請の段階でその仕様が確定するものがある場合は、本文に

は、その仕様を決定する上での設計の方針を記載することとする。なお、

添付書類には、可能な範囲で、その仕様の概略値を参考として記載する

こととする。 

（２）・（３） （略） 

４．１．２ （略） 

 

４．１．３ 用字用語 

（１）設備名称 

設備名称については、当該設備の目的及び機能を的確に示す名称を付

すこととする。具体的には、設置許可申請と設計及び工事の計画の認可

 

 

 

（５）実用炉則第３条第２項の書類は、次のとおりとする。なお、実用炉則

第５条第２項及び第７条第３項の添付書類についても準用する。 

１）～３） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

４．発電用原子炉設置許可申請書に係る記載について 

４．１ 全般的事項 

４．１．１ 記載すべき事項等 

（１）記載すべき事項 

１）・２） （略） 

上記１）の構築物等の仕様値について、原子炉施設の工事計画認可申

請の段階でその仕様が確定するものがある場合は、本文には、その仕様

を決定する上での設計の方針を記載することとする。なお、添付書類に

は、可能な範囲で、その仕様の概略値を参考として記載することとする。 

 

（２）・（３） （略） 

４．１．２ （略） 

 

４．１．３ 用字用語 

（１）設備名称 

設備名称については、当該設備の目的及び機能を的確に示す名称を付

すこととする。具体的には、設置許可申請と工事計画認可申請との整合



 
申請との整合が図られる名称とすることを基本とする。 

（２）～（５） （略） 

 

４．２ 実用炉則第３条第１項第２号の「発電用原子炉施設の位置、構造及

び設備」に係る記載 

（１）・（２） （略） 

 

（３）原子炉本体の構造及び設備 

１）炉心 

① （略） 

②燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量 

・最高燃焼度については、燃料材、燃料要素、燃料集合体の最高燃

焼度のうち、炉心管理において燃料健全性を確保する上で管理す

る必要のあるものを記載することとする。その際、燃料体の型式

が異なるものを使用する場合においては、型式ごとに記載するこ

ととする。 

・最大挿入量については、燃料集合体数、初装荷炉心全ウラン量及

び取替炉心全ウラン量を記載することとする。なお、MOX 燃料を

使用する場合も同様に記載すること。 

③・④ （略） 

 

２）～４） （略） 

 

５）その他の主要な事項 

・炉心支持構造物のほか、沸騰水型発電用原子炉におけるチャンネ

ルボックスなどの炉心の形状、冷却材流路の確保を主たる目的と

している機器の性能上必要となる主要寸法について記載すること

とする。 

 

が図られる名称とすることを基本とする。 

（２）～（５） （略） 

 

４．２ 実用炉則第３条第１項第２号の「発電用原子炉施設の位置、構造及

び設備」に係る記載 

（１）・（２） （略） 

 

（３）原子炉本体の構造及び設備 

１）炉心 

① （略） 

②燃料体の最大挿入量 

（新設） 

 

 

 

 

・燃料集合体数、初装荷炉心全ウラン量及び取替炉心全ウラン量を

記載することとする。なお、MOX 燃料を使用する場合も同様に記

載すること。 

③・④ （略） 

 

２）～４） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 



 
（４） （略） 

 

（５）原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

１）一次冷却材設備 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）11）の「一次冷却材が循環する範囲」とは、例とし

て以下の系統等に係るものをいう。 

沸騰水型発電用原子炉：原子炉冷却材再循環系、主蒸気系、

蒸気タービン、復水器、タービンバイ

パス系及び給水系を構成する機器並

びに漏えい監視設備 

加圧水型発電用原子炉：蒸気発生器、一次冷却材ポンプ、一

次冷却材管、加圧器及び漏えい監視

設備 

（略） 

② （略） 

 

２）二次冷却設備（加圧水型発電用原子炉） 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）12）の「二次冷却材が循環する範囲の機器」とは、

例として、主蒸気管、蒸気タービン、復水器、タービンバイパス

弁、主蒸気安全弁、主蒸気逃し弁、主蒸気隔離弁、主給水ポンプ、

補助給水ポンプ、補助給水ピット及び復水タンクをいう。 

（略） 

 

３）非常用冷却設備 

①主要な機器の個数及び構造 

・上記２．（２）13）の「運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故

時及び重大事故等時において原子炉を冷却することを主たる目的

（４） （略） 

 

（５）原子炉冷却系統施設の構造及び設備 

１）一次冷却材設備 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）９）の「一次冷却材が循環する範囲」とは、例とし

て以下の系統等に係るものをいう。 

沸騰水型発電用原子炉：原子炉冷却材再循環系、主蒸気系、

蒸気タービン、復水器、タービンバイ

パス系及び給水系を構成する機器並

びに漏えい監視設備 

加圧水型発電用原子炉：蒸気発生器、一次冷却材ポンプ、一

次冷却材管、加圧器及び漏えい監視

設備 

（略） 

② （略） 

 

２）二次冷却設備（加圧水型発電用原子炉） 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）10）の「二次冷却材が循環する範囲の機器」とは、

例として、主蒸気管、蒸気タービン、復水器、タービンバイパス

弁、主蒸気安全弁、主蒸気逃し弁、主蒸気隔離弁、主給水ポンプ、

補助給水ポンプ、補助給水ピット及び復水タンクをいう。 

（略） 

 

３）非常用冷却設備 

①主要な機器の個数及び構造 

・上記２．（２）11）の「運転時の異常な過渡変化時、設計基準事故

時及び重大事故等時において原子炉を冷却することを主たる目的



 
としている機器及び管」とは、例として以下の系統に係るものを

いう。 

沸騰水型発電用原子炉：低圧炉心注入系、高圧炉心注水系、

原子炉隔離時冷却系、自動減圧系及

び重大事故時対処設備 

加圧水型発電用原子炉：高圧注入系、低圧注入系、蓄圧注入

系及び重大事故時対処設備 

（略） 

 

４）その他の主要な事項 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）14）の「通常運転時等及び重大事故等時に一次冷却

材設備、二次冷却材設備又は非常用冷却設備を補助することを主

たる目的としている系統」とは、例として以下の系統に係るもの

をいう。 

沸騰水型発電用原子炉：残留熱除去系、原子炉補機冷却系、

海水系、原子炉隔離時冷却系及び原

子炉冷却材浄化系 

加圧水型発電用原子炉：化学体積制御系、余熱除去系及び原

子炉補機冷却系（原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系） 

（略） 

 

（６）計測制御系統施設の構造及び設備 

１）計装 

① （略） 

 

②その他の主要な計装の種類 

・上記２．（２）16）の「圧力及び温度等」とは、例として、水位・

としている機器及び管」とは、例として以下の系統に係るものを

いう。 

沸騰水型発電用原子炉：低圧炉心注入系、高圧炉心注水系、

原子炉隔離時冷却系、自動減圧系及

び重大事故時対処設備 

加圧水型発電用原子炉：高圧注入系、低圧注入系、蓄圧注入

系及び重大事故時対処設備 

（略） 

 

４）その他の主要な事項 

①主要な機器及び管の個数及び構造 

・上記２．（２）12）の「通常運転時等及び重大事故等時に一次冷却

材設備、二次冷却材設備又は非常用冷却設備を補助することを主

たる目的としている系統」とは、例として以下の系統に係るもの

をいう。 

沸騰水型発電用原子炉：残留熱除去系、原子炉補機冷却系、

海水系、原子炉隔離時冷却系及び原

子炉冷却材浄化系 

加圧水型発電用原子炉：化学体積制御系、余熱除去系及び原

子炉補機冷却系（原子炉補機冷却水

系及び原子炉補機冷却海水系） 

（略） 

 

（６）計測制御系統施設の構造及び設備 

１）計装 

① （略） 

 

②その他の主要な計装の種類 

・上記２．（２）14）の「圧力及び温度等」とは、例として、水位・



 
圧力、流量、温度、水質、酸素・水素ガス濃度、放射性物質濃度、

制御棒位置及び制御棒駆動水圧等に係るものをいう。 

（略） 

 

２）～５） （略） 

 

（７） （略） 

 

（８）放射線管理施設の構造及び設備 

１）屋内管理用の主要な設備の種類 

・上記２．（２）19）の「屋内の放射線管理及び放射線監視等を行う

設備」とは、例として以下のものをいう。 

放射線管理設備（出入管理関係設備、個人被ばく管理関係設備

及び試料分析関係設備等）、放射線監視設備（プロセス放射線

モニタリング設備、エリア放射線モニタリング設備及び放射線

サーベイ設備等）及び補助遮蔽 

（略） 

 

２）屋外管理用の主要な設備の種類 

・上記２．（２）20）の「屋外の放射線監視等を行う設備」とは、例

として以下のものをいう。 

排気筒モニタ、排水モニタ、放射能観測車、固定モニタリング

設備及び気象観測設備等 

（略） 

 

（９）原子炉格納施設の構造及び設備 

１）～３） （略） 

 

４）その他の主要な事項 

圧力、流量、温度、水質、酸素・水素ガス濃度、放射性物質濃度、

制御棒位置及び制御棒駆動水圧等に係るものをいう。 

（略） 

 

２）～５） （略） 

 

（７） （略） 

 

（８）放射線管理施設の構造及び設備 

１）屋内管理用の主要な設備の種類 

・上記２．（２）17）の「屋内の放射線管理及び放射線監視等を行う

設備」とは、例として以下のものをいう。 

放射線管理設備（出入管理関係設備、個人被ばく管理関係設備

及び試料分析関係設備等）、放射線監視設備（プロセス放射線

モニタリング設備、エリア放射線モニタリング設備及び放射線

サーベイ設備等）及び補助遮蔽 

（略） 

 

２）屋外管理用の主要な設備の種類 

・上記２．（２）18）の「屋外の放射線監視等を行う設備」とは、例

として以下のものをいう。 

排気筒モニタ、排水モニタ、放射能観測車、固定モニタリング

設備及び気象観測設備等 

（略） 

 

（９）原子炉格納施設の構造及び設備 

１）～３） （略） 

 

４）その他の主要な事項 



 
・上記２．（２）22）の「原子炉格納施設内の雰囲気の浄化系等」と

は、例として以下のものをいう。 

沸騰水型発電用原子炉：原子炉棟及び非常用ガス処理系 

加圧水型発電用原子炉：アニュラス部、アニュラス空気浄化

系、安全補機室空気浄化系、格納容器

換気空調系及び外部遮蔽 

（略） 

 

（１０） （略） 

 

４．３～４．５ （略） 

 

４．６ 実用炉則第３条第１項第８号の「発電用原子炉施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」に係る記載 

設計を含めた保安活動全般に関する品質管理に必要な体制の整備に関す

る方針として、品質管理の方法、組織等についての整備の考え方を、品質

管理基準規則による要求に対応するように記載することとする。 

・上記２．（２）20）の「原子炉格納施設内の雰囲気の浄化系等」と

は、例として以下のものをいう。 

沸騰水型発電用原子炉：原子炉棟及び非常用ガス処理系 

加圧水型発電用原子炉：アニュラス部、アニュラス空気浄化

系、安全補機室空気浄化系、格納容器

換気空調系及び外部遮蔽 

（略） 

 

（１０） （略） 

 

４．３～４．５ （略） 

 

（新設） 

 



 
 

別表第３ 発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイド 新旧対照表 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

発電用原子炉施設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド 

 

１．本規程の位置づけについて 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「法」という。）に基づく発電用原子炉施設の設計及

び工事の計画の認可等に係る手続の適正な実施のため、実用発電用原子炉

の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。以下「規

則」という。）第８条から第１４条までに基づく設計及び工事の計画の認

可等について、以下のとおりとする。 

（略） 

なお、設計及び工事の計画に関する手続に係る要件の技術的内容は、本

規程に限定されるものではなく、規則に照らして十分な保安水準の確保が

達成できる技術的根拠があれば、規則に適合するものと判断するものであ

る。 

 

２．設計及び工事の計画の認可及び届出手続の範囲 

（略） 

 

（１） 工事の種類 

（略） 

１）・２） （略） 

 

３）発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

（略） 

 

発電用原子炉施設の工事計画に係る手続ガイド 

 

１．本規程の位置づけについて 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法

律第１６６号。以下「法」という。）に基づく発電用原子炉施設の工事の

計画の認可等に係る手続の適正な実施のため、実用発電用原子炉の設置、

運転等に関する規則（昭和５３年通商産業省令第７７号。以下「規則」と

いう。）第８条から第１４条までに基づく工事の計画の認可等について、

以下のとおりとする。 

（略） 

なお、工事の計画に関する手続に係る要件の技術的内容は、本規程に限

定されるものではなく、規則に照らして十分な保安水準の確保が達成でき

る技術的根拠があれば、規則に適合するものと判断するものである。 

 

 

２．工事の計画の認可及び届出手続の範囲 

（略） 

 

（１） 工事の種類 

（略） 

１）・２） （略） 

 

３）発電用原子炉の基数の増加の工事以外の変更の工事 

（略） 

 



 
Ａ．・Ｂ． （略） 

 

Ｃ．改造 

機器等の主要仕様表（以下「要目表」という。）の記載を変更し、

機器等を新たなものへ変更する工事の他、機器等の実物の変更を伴

わない容量の変更及び号機間での機器等の共用化を行うもの並び

に既に設置されている機器の撤去又は台数及び容量を変更する工

事も改造の工事とみなす。また、「基本設計方針、適用基準又は適用

規格（以下「基本設計方針等」という。）の変更」についても規則別

表第１中欄において改造として認可対象としており、機器等の実物

の変更を伴わない場合でも、新たな基準等に対応するために基本設

計方針等の記載事項を変更する必要があれば、認可手続が必要とな

る。その場合には、新たな基本設計方針等に基づく機器等として取

扱いを決定する手続を工事とみなすこととする。同様に、「工事の方

法の変更」についても規則別表第１中欄において改造として認可対

象としており、要目表の記載に変更のない工事であっても、工事の

方法が既に認可を受けたものと異なる場合には、認可手続が必要と

なる。なお、機器等の仕様の変更については、発電用原子炉施設の

主要な設備又は機器についての改造について認可の対象とし、その

他の改造について届出の対象としている。 

（略） 

 

Ｄ． （略） 

 

以下については、工事計画の記載の変更を伴うが、変更の工事には

該当しないものとする。 

（略） 

ただし、これらの変更を行った機器等が属する設備について、工事

計画の手続を行う際には、当該変更内容を変更前の設備状況として記

Ａ．・Ｂ． （略） 

 

Ｃ．改造 

機器等の主要仕様表（以下「要目表」という。）の記載を変更し、

機器等を新たなものへ変更する工事の他、機器等の実物の変更を伴

わない容量の変更及び号機間での機器等の共用化を行うもの並び

に既に設置されている機器の撤去又は台数及び容量を変更する工

事も改造の工事とみなす。また、「基本設計方針、適用基準又は適用

規格（以下「基本設計方針等」という。）の変更」についても規則別

表第１において改造として認可対象としており、機器等の実物の変

更を伴わない場合でも、新たな基準等に対応するために基本設計方

針等の記載事項を変更する必要があれば、認可手続が必要となる。

その場合には、新たな基本設計方針等に基づく機器等として取り扱

いを決定する手続を工事とみなすこととする。なお、機器等の仕様

の変更については、発電用原子炉施設の主要な設備又は機器につい

ての改造について認可の対象とし、その他の改造について届出の対

象としている。 

 

 

 

（略） 

 

Ｄ． （略） 

 

以下については、工事計画の記載の変更を伴うが、変更の工事には

該当しないものとする。 

（略） 

ただし、これらの変更を行った機器等が属する設備について、工事

計画の手続を行う際には、当該変更内容を変更前の設備状況として記



 
載することとする。また、変更の工事には該当するものの、規則別表

第１に規定されておらず、工事計画の手続対象外となっていて、かつ

要目表の記載の変更を伴う工事を行った場合も同様とする。これらの

場合においては、その旨を「記載の適正化」として識別できるよう付

記するものとする。 

また、発見された不具合の状況確認及び原因究明の調査において発

生する作業は変更の工事には該当しない。 

 

 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

（略） 

 

１）機器等の仕様に関する記載要求範囲 

（略） 

 

Ａ．～Ｄ． （略） 

 

Ｅ．材料 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主となる部分

（１種類又は必要に応じて数種類）を構成するものとする。 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ－１日

本機械学会。以下「設計・建設規格」という。）又は発電用原子力設

備規格 材料規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＪ－１日本機械学会。以下「材料

規格」という。）に規定されていない材料であって、その化学的成分

及び機械的強度が設計・建設規格又は材料規格で規定する材料と同等

以上である場合には、「同等材」として要目表に記載することとし、

併せて、その材料の化学的成分及び機械的強度に関する事項（化学的

成分及び機械的強度がＪＩＳ、ＡＳＴＭ等の規格に基づくものであっ

て当該規格が公表されているものは、規格番号等を記載した書類であ

載することとする。また、変更の工事には該当するものの、規則別表

第１に規定されておらず、工事計画の手続対象外となっていて、かつ

要目表の記載の変更を伴う工事を行った場合も同様とする。 

 

 

また、法第４３条の３の１５の施設定期検査中及び通常運転中に発

見された不具合の状況確認及び原因究明の調査において発生する作

業は変更の工事には該当しない。 

 

（２）工事計画に記載すべき設備及び機器等の範囲 

（略） 

 

１）機器等の仕様に関する記載要求範囲 

（略） 

 

Ａ．～Ｄ． （略） 

 

Ｅ．材料 

機器の構造強度又は耐震強度に影響を及ぼす機器の主となる部分

（１種類又は必要に応じて数種類）を構成するものとする。 

発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ－１日

本機械学会。以下「設計・建設規格」という。）又は発電用原子力設

備規格 材料規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＪ－１日本機械学会。以下「材料

規格」という。）に規定されていない材料であって、その化学的成分

及び機械的強度が設計・建設規格又は材料規格で規定する材料と同等

以上である場合には、「同等材」として要目表に記載することとし、

併せて、その材料の化学的成分及び機械的強度に関する事項（化学的

成分及び機械的強度がＪＩＳ、ＡＳＴＭ等の規格に基づくものであっ

て当該規格が公表されているものは、規格番号等を記載した書類であ



 
ってもよい。）を要目表に記載することとする。その際、別紙として

記載することでもよいものとする。なお、主となる部分以外のもので、

詳細解析に必要となるものは、添付書類等に記載することとする。 

燃料材の材料としては、初期濃縮度（ウラン・プルトニウム混合酸

化物燃料材（以下「ＭＯＸ燃料」という。）にあってはプルトニウム

富化度を含む。）や密度、化学成分の組成等の伝熱性能等の確保にお

いて管理が必要な事項について、その許容範囲を含め燃料材の種類ご

とに記載することとする。なお、ＭＯＸ燃料におけるプルトニウム富

化度等の実際の製造段階で確定する仕様については、設計値と許容範

囲等の条件を記載することとする。 

 

Ｆ．～Ｑ． （略） 

 

Ｒ．工事の方法 

技術基準規則の規定により施設しなければならない機器等が、期待

される機能を確実に発揮することを示すため、当該工事の手順並びに

使用前事業者検査の項目及び方法を記載するとともに、工事中の従事

者及び公衆に対する放射線管理や他の設備に対する悪影響防止等の

観点から特に留意すべき事項を記載することとする。 

具体的には、以下に掲げる事項を記載することとする。 

ａ．工事の手順 

・材料受入れ 

・加工 

・組立て 

・据付け 

 

ｂ．使用前事業者検査の項目及び方法 

・工事の工程に応じて実施する検査項目 

・検査場所 

ってもよい。）を要目表に記載することとする。その際、別紙として

記載することでもよいものとする。なお、主となる部分以外のもので、

詳細解析に必要となるものは、添付書類等に記載することとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ．～Ｑ． （略） 

 

Ｒ．設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する事項 

品質保証の実施に係る組織、保安活動の計画、保安活動の実施、保

安活動の評価及び保安活動の改善設計を記載する必要があり、実用発

電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管

理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（平成２

５年原子力規制委員会規則第８号）に適合するために計画された事項

（品質管理監督文書及び記録の体系を含む。）を記載することとする。

その際、設計及び工事の段階に応じて品質保証の方法等の変更を伴う

場合には、それぞれの品質保証の方法等の切り替えの時期等を含めて

記載することとする。 

 

 

 

 

 

 



 
・検査方法 

・判定基準等 

 

ｃ．特に留意すべき事項 

・修理の方法 

・特別な工法を採用する場合の当該工事の施工方法 

・工事に伴う放射線障害から従事者及び公衆を防護するための放

射線管理の方法その他従事者及び公衆の安全確保のために必要

な措置並びに工事中に想定される事象（工事用の資機材の破損、

倒壊等を含む。）に伴う既設の安全上重要な機器等への悪影響防

止対策など 

・工事の手順及び検査との関係を明確にしたフローチャート 

 

なお、ＭＯＸ燃料におけるプルトニウム富化度等の実際の製造段階

で確定する仕様については、記載した条件に合致しているかどうかの

確認方法について記載することとする。 

 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

（略） 

 

（個別施設事項） 

Ｇ．原子炉本体 

原子炉本体の基本仕様の他、次に掲げる施設に応じそれぞれに掲げ

る事項について対象としている。 

・沸騰水型発電用原子炉施設 炉心本体、燃料体、チャンネルボッ

クス、炉心支持構造物、原子炉圧力容器又は原子炉容器等 

・加圧水型発電用原子炉施設 炉心本体、燃料体、炉心支持構造物、

熱遮蔽材、原子炉圧力容器又は原子炉容器等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）設備及び機器等の記載要求範囲 

（略） 

 

（個別施設事項） 

Ｇ．原子炉本体 

原子炉本体の基本仕様の他、炉心本体、炉心支持構造物、原子炉圧

力容器又は原子炉容器等について対象としている。 

（新設） 

 

 

 

 



 
Ｈ．～Ｎ． （略） 

 

３．工事計画以外の認可申請書、届出書及び添付書類の記載 

認可申請又は届出の手続については、規則第９条第１項又は第１２条第

１項に申請書又は届出書記載事項が定められており、各条第３項の規定に

より添付すべき書類が同項及び規則別表第２の下欄で定められている。こ

こでは、各条第１項第３号に規定されている工事工程表及び同項第４号に

規定されている品質マネジメントシステム並びに各条第３項及び規則別

表第２の下欄で定められている各添付書類に記載すべき事項を示す。 

 

（１）工事工程表 

現地工事の期間と工事の方法で示す工事の工程ごとに使用前事業

者検査及び使用前確認が可能な時期を記載することとする。また、現

地工事の期間としては系統ごとに記載することとし、使用前事業者検

査及び使用前確認が可能な時期としては現地以外において使用前事

業者検査及び使用前確認を実施する場合も含むものとする。 

 

（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステム 

原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号）の規定に適

合するとして許可を受けた保安活動に係る品質管理に必要な体制の

整備に関する事項を踏まえて、設計及び工事に係る具体的な品質管

理の方法、組織等の計画された事項（品質マネジメント文書及び記録

の体系を含む。）を記載することとする。その際、設計及び工事の段

階に応じて品質管理の方法等の変更を伴う場合には、それぞれの品

質管理の方法等の切替えの時期等を含めて記載することとする。 

 

（３）添付書類 

規則別表第２の下欄においては、発電用原子炉を設置する工場又は

Ｈ．～Ｎ． （略） 

 

３．工事計画以外の認可申請書、届出書及び添付書類の記載 

認可申請又は届出の手続については、規則第９条第１項又は第１２条第

１項に申請書又は届出書記載事項が定められており、各条第３項の規定に

より添付すべき書類が規則別表第２の下欄で定められている。ここでは、

各条第１項第３号に規定されている工事工程表及び規則別表第２の下欄

で定められている各添付書類に記載すべき事項を示す。 

 

 

（１）工事工程表 

現地工事の期間と、規則第１６条第１号表中上段の工事の行程ごと

にその検査が可能な時期を記載することとする。また、現地工事の期

間としては系統ごとに記載することとし、検査が可能な時期としては

現地以外において検査を実施する場合も含むものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）添付書類 

規則別表第２の下欄においては、発電用原子炉を設置する工場又は



 
事業所全体若しくは発電用原子炉施設全体に係る添付書類の要求に

加えて、同表の上欄の発電用原子炉施設の種類に応じた添付書類の

要求が規定されている。すなわち、認可の申請又は届出に係る工事の

内容に関係あるものについて添付する必要がある。 

例えば、送電関係の変更に伴い常用電源設備の変圧器等の設計及び

工事の計画の届出を行う際には、全体に係る添付書類である送電関

係一覧図が必要である。一方、送電関係の変更でない場合には当該書

類の添付は不要である。 

また、第９条第３項及び第１２条第３項において、品質マネジメン

トシステムに関して説明した書類の添付が規定されている。 

（略） 

１）発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

  法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許

可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段（規則第６条で

定める変更に係るもの）の規定により届け出たところによる設計及び

工事の計画であることが法第４３条の３の９第３項第１号で認可基

準として規定されており、当該基準に適合することを示す必要があ

る。なお、変更の工事において、変更に係る内容が許可の際の申請書

等の記載事項でない場合においては、許可に抵触するものではないこ

とを示すこととする。 

 

２）～１１） （略） 

 

１２）燃料体の耐熱性、耐放射線性、耐腐食性その他の性能に関する説

明書 

設置許可基準規則第１５条及び技術基準規則第２３条並びに「発電

用軽水型原子炉の燃料設計手法について（昭和６３年５月１２日原子

力安全委員会了承）」の規定を踏まえて設定された許可事項に適合す

ることを記載することとする。ただし、強度に関する事項については、

事業所全体若しくは発電用原子炉施設全体に係る添付書類の要求に

加えて、同表の上欄の発電用原子炉施設の種類に応じた添付書類の

要求が規定されている。すなわち、認可の申請又は届出に係る工事の

内容に関係あるものについて添付する必要がある。 

例えば、送電関係の変更に伴い常用電源設備の変圧器等の工事計画

の届出を行う際には、全体に係る添付書類である送電関係一覧図が

必要である。一方、送電関係の変更でない場合には当該書類の添付は

不要である。 

（新設） 

 

（略） 

１）発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

  法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許

可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段（規則第６条で

定める変更に係るもの）の規定により届け出たところによる工事の計

画であることが法第４３条の３の９第３項第１号で認可基準として

規定されており、当該基準に適合することを示す必要がある。なお、

変更の工事において、変更に係る内容が許可の際の申請書等の記載事

項でない場合においては、許可に抵触するものではないことを示すこ

ととする。 

 

２）～１１） （略） 

 

１２）設計及び工事に係る品質管理の方法等に関する説明書 

 

上記「２．（２）１）Ｑ．設計及び工事に係る品質管理の方法等に

関する事項」に記載した設計に係る品質管理の方法で行った管理の実

績について記載するとともに、工事に係る品質管理の方法及びその検

査のための組織についての具体的な計画を記載するものとする。 



 
強度に関する説明書において記載することとしてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３）～３１） （略） 

 

３２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 

「３．（２）設計及び工事に係る品質マネジメントシステム」に基

づき記載した設計に係る品質管理の方法により行った管理の実績又

は行おうとしている管理の計画について記載し、及び工事及び検査に

係る品質管理の方法、組織等についての具体的な計画を記載するもの

とする。 

設計に係る記載事項としては、設計の要求事項として明確にしてい

る事項及びその審査に関する事項、設計の体制として組織内外の部門

間の相互関係、設計開発の各段階における審査等に関する事項並びに

組織の外部の者との情報の伝達等に関する事項等を含むものとする。 

工事及び検査に係る記載事項としては、工事及び検査に係る要求事

項として明確にする事項及びその審査に関する事項、工事及び検査の

体制として組織内外の部門間の相互関係（使用前事業者検査の独立

性、資源管理及び物品の状態保持に関する事項を含む。）、工事及び

検査に必要なプロセスを踏まえた全体の工程及び各段階における監

設計に係る記載事項としては、設計の要求事項として明確にしてい

る事項及びその照査に関する事項、設計の体制として組織内外の部門

間の相互関係、設計開発の各段階における照査等に関する事項並びに

外部の者との情報伝達に関する事項等を含むものとする。 

工事及び検査に係る記載事項としては、工事及び検査に係る要求事

項として明確にする事項及びその照査に関する事項、工事及び検査の

体制として組織内外の部門間の相互関係（資源管理及び物品の状態保

持に関する事項を含む。）、工事及び検査に必要なプロセスを踏まえ

た全体の工程及び各段階における監視、測定、妥当性確認及び検査等

に関する事項（記録、識別管理、追跡可能性等に関する事項を含む。）

並びに外部の者との情報伝達に関する事項等を含むものとする。 

 

１３）～３１） （略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
視測定、妥当性確認及び検査等に関する事項（記録、識別管理、トレ

ーサビリティ等に関する事項を含む。）並びに組織の外部の者との情

報の伝達等に関する事項等を含むものとする。 

 

４．設計及び工事の計画の変更等の手続 

設計及び工事の計画の認可を受けて工事中、すなわち使用前確認証の交

付前の当該計画において、設計及び工事の計画を変更する場合にあって

は、法第４３条の３の９第２項及び規則第８条第２項の規定により、当該

変更が規則別表第１の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事又は制限工

事を伴う変更の工事に相当する場合又は設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステムを変更する場合に変更の認可が必要となる。また、これら

の変更の工事に該当しないものであって、工事計画の記載の変更を伴うも

のについては、法第４３条の３の９第６項及び規則第１０条の規定により

届出が必要となる。 

設計及び工事の計画の届出を行い、工事の開始制限期間を経過した後に

設計及び工事の計画を変更する場合であって、当該変更が規則別表第１の

下欄に掲げる変更の工事に相当する場合、又は法第４３条の３の１０第４

項の規定に基づく計画の変更の命令を踏まえて設計及び工事の計画を変

更する場合には、法第４３条の３の１０第１項並びに規則第１１条第２項

及び第１２条の規定により届出が必要となる。 

設計及び工事の計画の認可申請後で認可を受ける前の段階で設計及び

工事の計画を変更する場合や、設計及び工事の計画の届出後で工事の開始

制限期間が経過する前の段階で設計及び工事の計画を変更する場合など

においては、当該申請又は届出の内容を補正する書類を原子力規制委員会

宛てに提出することにより対応することとする。原子力規制委員会におい

ては、当該補正の内容を踏まえた設計及び工事の計画について認可の可

否、変更又は廃止の命令の要否を判断することとする。 

 

５．特定機器の型式の指定との関係 

 

 

 

 

４．工事の計画の変更等の手続 

工事計画の認可を受けて工事中、すなわち使用前検査の合格前の当該計

画において、工事の計画を変更する場合にあっては、法第４３条の３の９

第２項及び規則第８条第２項の規定により、当該変更が規則別表第１の中

欄若しくは下欄に掲げる変更の工事又は制限工事を伴う変更の工事に相

当する場合に変更の認可が必要となる。また、これらの変更の工事に該当

しないものであって、工事計画の記載の変更を伴うものについては、法第

４３条の３の９第６項及び規則第１０条の規定により届出が必要となる。 

 

 

工事計画の届出を行い、工事の開始制限期間を経過した後に工事の計画

を変更する場合であって、当該変更が規則別表第１の下欄に掲げる変更の

工事に相当する場合、又は法第４３条の３の１０第４項の規定に基づく計

画の変更の命令を踏まえて工事の計画を変更する場合には、法第４３条の

３の１０第１項並びに規則第１１条第２項及び第１２条の規定により届

出が必要となる。 

工事計画の認可申請後で認可を受ける前の段階で工事の計画を変更す

る場合や、工事計画の届出後で工事の開始制限期間が経過する前の段階で

工事の計画を変更する場合などにおいては、当該申請又は届出の内容を補

正する書類を原子力規制委員会宛てに提出することにより対応すること

とする。原子力規制委員会においては、当該補正の内容を踏まえた工事の

計画について認可の可否、変更又は廃止の命令の要否を判断することとす

る。 

 

５．特定機器の型式の指定との関係 



 
法第４３条の３の３１に規定されている特定機器の型式の指定を受け

たものを設置する場合には、法第４３条の３の９第４項又は法第４３条の

３の１０第６項の規定により設計及び工事の計画の認可基準の一つであ

る法第４３条の３の９第３項第２号の技術上の基準に適合しているもの

とみなすこととされている。 

ただし、型式の指定においては、法第４３条の３の３１第４項の規定に

より使用する範囲を限定し、又は条件を付すことができることとされてお

り、指定を受けた機器の設置における設計及び工事の計画においては、使

用範囲及び条件に適合していることを確認する必要がある。その確認内容

については、その使用範囲及び条件に応じた添付書類の中で説明すること

とする。なお、指定における使用範囲や条件の状況によって、規則第１３

条又は第１４条に基づき申請書等の記載事項の一部又は添付書類の省略

の指示があったものについては、当該事項の記載又は当該書類の添付を要

しない。その場合には、工事計画等において、採用する規則第１１２条の

指定番号等を明確にするものとする。 

 

（参考）電気事業法における手続との関係 

本規程における発電用原子炉施設の設計及び工事の計画の認可等に係

る手続については、同種の規定が電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

においても定められており、規則別表第１及び別表第２についても同様に

原子力発電工作物の保安に関する命令（平成２４年経済産業省令第６９

号。以下「保安命令」という。）別表第１及び別表第２にて規定されている

ことから、規則と保安命令で異なる用語が用いられている箇所について

は、規則に対応する保安命令の用語を【】で以下に示す。 

（略） 

法第４３条の３の３０に規定されている特定機器の型式の指定を受け

たものを設置する場合には、法第４３条の３の９第４項又は法第４３条の

３の１０第６項の規定により工事計画の認可基準の一つである法第４３

条の３の９第３項第２号の技術上の基準に適合しているものとみなすこ

ととされている。 

ただし、型式の指定においては、法第４３条の３の３０第４項の規定に

より使用する範囲を限定し、又は条件を付すことができることとされてお

り、指定を受けた機器の設置における工事計画においては、使用範囲及び

条件に適合していることを確認する必要がある。その確認内容について

は、その使用範囲及び条件に応じた添付書類の中で説明することとする。

なお、指定における使用範囲や条件の状況によって、規則第１３条又は第

１４条に基づき申請書等の記載事項の一部又は添付書類の省略の指示が

あったものについては、当該事項の記載又は当該書類の添付を要しない。

その場合には、工事計画等において、採用する規則第１１２条の指定番号

等を明確にするものとする。 

 

（参考）電気事業法における手続との関係 

本規程における発電用原子炉施設の工事の計画の認可等に係る手続に

ついては、同種の規定が電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）におい

ても定められており、規則別表第１及び別表第２についても同様に原子力

発電工作物の保安に関する命令（平成２４年経済産業省令第６９号。以下

「保安命令」という。）別表第１及び別表第２にて規定されていることか

ら、規則と保安命令で異なる用語が用いられている箇所については、規則

に対応する保安命令の用語を【】で以下に示す。 

（略） 

 



 

別表第４ 発電用原子炉施設に使用する特定機器の型式証明及び型式指定運用ガイド 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

１．型式証明関係 

（１）実用炉規則第１０１条第１項及び研開炉規則第９６条第１項の「特定

機器の型式」については、特定機器の設計に係る以下の事項が同一であ

れば、特定機器の型式は同一であると解釈する。 

①実用発電用原子炉施設で使用する特定機器にあっては、実用炉規則

第１０１条第１項第４号の「特定機器の構造及び設備」及び同項第６

号の「特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付

する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる発電用

原子炉施設の範囲又は条件」 

②研究開発段階発電用原子炉施設で使用する特定機器にあっては、研

開炉規則第９６条第１項第４号の「特定機器の構造及び設備」及び同

項第６号の「特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条

件を付する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる

発電用原子炉施設の範囲又は条件」 

 

（２）～（４） （略） 

 

（５）実用炉規則第１０１条第１項第５号及び研開炉規則第９６条第１項第

５号の「条件を付する」とは、考慮すべき外部からの衝撃、特定機器の周

囲温度、公衆への放射線防護その他の特定機器を設置する場所に依存す

る事項について、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項に基づく設置

の許可又は同法第４３条の３の８第１項に基づく変更の許可の申請に係

る審査において別途確認を要する旨の条件を付することをいう。 

特定兼用キャスク（実用炉規則第１００条第２号に規定する特定兼用

キャスクをいう。以下同じ。）にあっては、原子炉等規制法第４３条の３

１．型式証明関係 

（１）実用炉規則第１０１条第１項及び研開炉規則第９６条第１項の「特定

機器の型式」については、特定機器の設計に係る以下の事項が同一であ

れば、特定機器の型式は同一であると解釈する。 

①実用発電用原子炉施設で使用する特定機器にあっては、実用炉規則

第１０１条第１項第４号の「特定機器の構造及び設備」及び同項第５

号の「特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付

する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる発電用

原子炉施設の範囲又は条件」 

②研究開発段階発電用原子炉施設で使用する特定機器にあっては、研

開炉規則第９６条第１項第４号の「特定機器の構造及び設備」及び同

項第５号の「特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条

件を付する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる

発電用原子炉施設の範囲又は条件」 

 

（２）～（４） （略） 

 

（５）実用炉規則第１０１条第１項第５号及び研開炉規則第９６条第１項第

５号の「条件を付する」とは、考慮すべき外部からの衝撃、特定機器の周

囲温度、公衆への放射線防護その他の特定機器を設置する場所に依存す

る事項について、原子炉等規制法第４３条の３の５第１項に基づく設置

の許可又は同法第４３条の３の８第１項に基づく変更の許可の申請に係

る審査において別途確認を要する旨の条件を付することをいう。 

特定兼用キャスクにあっては、原子炉等規制法第４３条の３の９第１

項に基づく工事計画の認可（以下「工事計画認可」という。）の申請まで



の９第１項に基づく設計及び工事の計画の認可の申請までに核燃料物質

等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府

令第５７号。以下「外運搬規則」という。）第２１条第２項の規定による

輸送容器の設計に関する原子力規制委員会の承認（以下「設計承認」とい

う。）を受けることを条件とすること。 

 

（６）・（７） （略） 

 

２．型式指定関係 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の３１第３項第３号の「均一性を有する

ものであること」とは、同条第１項の申請に係る型式設計特定機器が均

一に製作されるよう品質管理が行われていることをいう。 

 

（２）実用炉規則第１０６条及び研開炉規則第１０１条の「型式設計特定機

器の型式」については、型式設計特定機器の設計及び製作に係る以下の

事項が同一であれば、型式設計特定機器の型式は同一であると解釈する。 

①燃料体：実用炉規則別表第３の上欄に掲げる当該特定機器に係る同

表中欄１に掲げる各事項 

②～⑧ （略） 

 

（３）実用炉規則第１０７条第１項第２号及び研開炉規則第１０２条第１項

第２号の「主たる製造工場」とは、型式指定を受けようとする型式設計特

定機器の完成品を組み立てる工場又は型式設計特定機器を構成する設

備・機器の大部分を製作する工場であって、品質管理基準規則第１３条

第１項に規定する品質マネジメントシステムの計画において主体的な役

割を担っている工場をいう。非常用ディーゼル発電機のようにディーゼ

ル原動機と発電機といった主要な機器を組み合わせて製作する型式設計

特定機器については、ディーゼル原動機と発電機の製造工場が異なる場

合は、それぞれの工場を主たる製造工場とする。 

に核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和

５３年総理府令第５７号。以下「外運搬規則」という。）第２１条第２項

の規定による容器の設計に関する原子力規制委員会の承認（以下「設計

承認」という。）を受けることを条件とすること。 

 

 

（６）・（７） （略） 

 

２．型式指定関係 

（１）原子炉等規制法第４３条の３の３１第３項第３号の「均一性を有する

ものであること」とは、同条第１項の申請に係る型式設計特定機器が均

一に製作されるよう品質保証が行われていることをいう。 

 

（２）実用炉規則第１０６条及び研開炉規則第１０１条の「型式設計特定機

器の型式」については、型式設計特定機器の設計に係る以下の事項が同

一であれば、型式設計特定機器の型式は同一であると解釈する。 

（新設） 

 

①～⑦ （略） 

 

（３）実用炉規則第１０７条第１項第２号の「主たる製造工場」とは、型式指

定を受けようとする型式設計特定機器の完成品を組み立てる工場又は型

式設計特定機器を構成する設備・機器の大部分を製作する工場であって、

実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質

管理の方法及びその検査のための組織の技術基準に関する規則（平成２

５年原子力規制委員会規則第８号。以下「実用炉設計等品質管理基準規

則」という。）第１２条第１項に規定する品質管理監督システムの計画に

おいて主体的な役割を担っている工場をいい、研開炉規則第１０２条第

１項第２号の「主たる製造工場」とは、型式指定を受けようとする型式設



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） （略） 

 

（５）実用炉規則第１０７条第１項第６号及び研開炉規則第１０２条第１項

第６号の「型式設計特定機器の設計及び製作の方法の概要」とは、型式指

定を受けようとする型式設計特定機器が原子炉等規制法第４３条の３の

３１第３項各号のいずれにも適合していることを確認するために必要な

設計及び製作の方法の概要をいう。特定兼用キャスクについては、外運

搬規則第６条又は第７条及び第１１条に定める技術上の基準（容器に係

るものに限る。）に適合するものであること（既に設計承認を受けている

ものにあっては、設計承認を受けていること）並びに実用発電用原子炉

及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則（平成２５

年原子力規制委員会規則第５号）第４条第６項第１号、第５条第２項第

１号及び第６条第４項第１号の基準に適合するものであることを示すも

のとする。 

 

（６）実用炉規則第１０７条第１項第７号及び研開炉規則第１０２条第１項

第７号の「申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理

の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項」とは、申請する型

計特定機器の完成品を組み立てる工場又は型式設計特定機器を構成する

設備・機器の大部分を製作する工場であって、研究開発段階発電用原子

炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及び

その検査のための組織の技術基準に関する規則（平成２５年原子力規制

委員会規則第１２号。以下「研開炉設計等品質管理基準規則」という。）

第１２条第１項に規定する品質管理監督システムの計画において主体的

な役割を担っている工場をいう。非常用ディーゼル発電機のようにディ

ーゼル原動機と発電機といった主要な機器を組み合わせて製作する型式

設計特定機器については、ディーゼル原動機と発電機の製造工場が異な

る場合は、それぞれの工場を主たる製造工場とする。 

 

（４） （略） 

 

（５）実用炉規則第１０７条第１項第６号及び研開炉規則第１０２条第１項

第６号の「型式設計特定機器の設計の概要」とは、型式指定を受けようと

する型式設計特定機器が原子炉等規制法第４３条の３の３１第３項各号

のいずれにも適合していることを確認するために必要な設計の概要をい

う。特定兼用キャスクについては、外運搬規則第６条又は第７条及び第

１１条に定める技術上の基準（容器に係るものに限る。）に適合するもの

であること（既に設計承認を受けているものにあっては、設計承認を受

けていること） 並びに設置許可基準規則第４条第６項第１号、第５条第

２項第１号及び第６条第４項第１号の基準に適合するものであることを

示すものとする。 

 

 

 

（６）実用炉規則第１０７条第１項第７号の「申請に係る型式設計特定機器

の製作等に係る品質管理の方法等に関する次の事項」とは、申請する型

式設計特定機器に係る実用炉設計等品質管理基準規則の規定に適合する



式設計特定機器に係る品質管理基準規則の規定に適合するために計画さ

れた事項（品質マネジメント文書及び記録の体系を含む。）をいう。 

この場合において、品質管理基準規則は以下のとおり読み替えるもの

とする。 

・第１章から第６章までの規定中「原子力施設」とあるのは、「型式設

計特定機器」とする。 

・第１条中「保安」とあるのは、「品質管理（原子力の安全を確保する

ため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第４３条の３の３１第３

項各号に該当することを保証することをいう。以下同じ。）」とする。 

・第１６条第２項第４号、第３４条第６項及び第３７条第１号中「保

安」とあるのは、「品質管理」とする。 

・第２条から第５２条までの規定中「原子力事業者等」とあるのは、

「型式設計特定機器の製造者等」とする。 

 

・第２条第２項第１号中「「保安活動」とは、原子力施設の保安のため

の業務に係る活動をいう。」とあるのは、「「品質管理活動」とは、原

子力の安全を確保するため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第

４３条の３の３１第３項各号に該当することを保証するために必要

な措置を体系的に実施することをいう。」とする。 

・第２条第２項第４号及び第９号並びに第４条から第５２条までの規

定中「保安活動」とあるのは、「品質管理活動」とする。 

 

 

・第２条第２項第７号中「原子力施設等」とあるのは、「型式設計特定

機器」とする。 

 

（削る） 

 

 

ために計画された事項（品質管理監督文書及び記録の体系を含む。）をい

う。 

この場合において、実用炉設計等品質管理基準規則は以下のとおり読

み替えるものとする。 

・第１条中「実用発電用原子炉及びその附属施設」とあるのは、「型式

設計特定機器」とする。 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

・第２条から第５５条までの規定中「発電用原子炉設置者」とあるの

は、「型式設計特定機器の製造者等」と、「発電用原子炉施設」とある

のは、「型式設計特定機器」とする。 

・第２条第２項第１号中「保安活動」とあるのは、「品質保証活動（原

子力の安全を確保するため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第

４３条の３の３１第３項各号に該当することを保証するために必要

な措置を体系的に実施することをいう。以下同じ。）」とする。 

 

・第２条第２項第２号、第３条第２項第８号、第５条第２号から第５号

まで、第８条第６号、第１３条、第１９条第２号、第２９条第２項第

３号及び第５５条第１項中「保安活動」とあるのは、「品質保証活動」

とする。 

（新設） 

 

 

・第３条第６項中「保安」とあるのは、「品質保証（原子力の安全を確

保するため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第４３条の３の３

１第３項各号に該当することを保証することをいう。以下同じ。）」



 

（削る） 

 

 

・第１９条から第５０条までの規定中「組織の外部の者」とあるのは、

「型式設計特定機器の使用者その他の外部の者」とする。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とする。 

・第３条第７項、第２０条、第２３条、第２４条、第３６条第６項、第

３９条第１号及び第４７条第１項中「保安」とあるのは、「品質保証」

とする。 

・第１８条から第５２条までの規定中「発電用原子炉施設の外部の者」

とあるのは、「型式設計特定機器の使用者その他の外部の者」とする。 

 

また、研開炉規則第１０２条第１項第７号の「申請に係る型式設計特

定機器の製作等に係る品質管理の方法等に関する次の事項」とは、申請

する型式設計特定機器に係る研開炉設計等品質管理基準規則の規定に適

合するために計画された事項（品質管理監督文書及び記録の体系を含

む。）をいう。 

この場合において、研開炉設計等品質管理基準規則は以下のとおり読

み替えるものとする。 

・第１条中「研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設」とあるの

は、「型式設計特定機器」とする。 

・第２条から第５５条までの規定中「発電用原子炉設置者」とあるの

は、「型式設計特定機器の製造者等」と、「発電用原子炉施設」とある

のは、「型式設計特定機器」とする。 

・第２条第２項第１号中「保安活動」とあるのは、「品質保証活動（原

子力の安全を確保するため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第

４３条の３の３１第３項各号に該当することを保証するために必要

な措置を体系的に実施することをいう。以下同じ。）」とする。 

・第２条第２項第２号、第３条第２項第８号、第５条第２号から第５号

まで、第８条第６号、第１３条、第１９条第２号、第２９条第２項第

３号及び第５５条第１項中「保安活動」とあるのは、「品質保証活動」

とする。 

・第３条第６項中「保安」とあるのは、「品質保証（原子力の安全を確

保するため、型式設計特定機器が原子炉等規制法第４３条の３の３



 

 

 

 

 

 

 

 

（７） （略） 

 

（８）実用炉規則第１０７条第１項第８号及び研開炉規則第１０２条第１項

第８号の「条件を付する」とは、型式設計特定機器を設置する場所に依存

する事項について、設計及び工事の計画の認可の申請に係る審査におい

て別途確認を要する旨の条件を付することをいう。この際、１．（５）の

条件に適合しているものであること。 

特定兼用キャスクにあっては、供用を開始する前までに原子炉等規制

法第５９条第３項の規定による容器に関する原子力規制委員会の承認を

受けることを条件とすること。また、特定兼用キャスクのうち設計承認

を受けていないものにあっては、設計及び工事の計画の認可を申請する

前までに設計承認を受けることを条件とすること。 

 

（９）実用炉規則別表第３及び研開炉規則別表第３の事項のうち、本ガイド

で説明されていないものについては、申請内容に応じて発電用原子炉施

設の設計及び工事の計画に係る手続ガイド（原規技発第 13061920 号（平

成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））の例による。 

 

（略） 

１第３項各号に該当することを保証することをいう。以下同じ。）」

とする。 

・第３条第７項、第２０条、第２３条、第２４条、第３６条第６項、第

３９条第１号及び第４７条第１項中「保安」とあるのは、「品質保証」

とする。 

・第１８条から第５２条までの規定中「発電用原子炉施設の外部の者」

とあるのは、「型式設計特定機器の使用者その他の外部の者」とする。 

 

（７） （略） 

 

（８）実用炉規則第１０７条第１項第８号及び研開炉規則第１０２条第１項

第８号の「条件を付する」とは、型式設計特定機器を設置する場所に依存

する事項について、工事計画認可の申請に係る審査において別途確認を

要する旨の条件を付することをいう。この際、１．（５）の条件に適合し

ているものであること。 

特定兼用キャスクにあっては、供用を開始する前までに原子炉等規制

法第５９条第３項の規定による容器に関する原子力規制委員会の承認を

受けることを条件とすること。また、特定兼用キャスクのうち設計承認

を受けていないものにあっては、工事計画認可を申請する前までに設計

承認を受けることを条件とする。 

 

（９）実用炉規則別表第３及び研開炉規則別表第３の事項のうち、本ガイド

で説明されていないものについては、申請内容に応じて発電用原子炉施

設の工事計画に係る手続きガイド（原規技発第 13061920 号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決定）。以下「工事計画手続ガイド」という。）

の例による。 

（略） 
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別表第５ 廃止措置段階の発電用原子炉施設における保安規定の審査基準 新旧対照表 

（傍線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 

１．はじめに 

本審査基準は、廃止措置計画の認可を受けようとする発電用原子炉

設置者及び廃止措置計画の認可を受けた発電用原子炉設置者（以下

「原子炉設置者」という。）から申請された廃止措置計画の認可に係る

保安規定認可申請書又は保安規定変更認可申請書（以下「申請書」と

いう。）の審査に適用する。 

 

 

 

原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の

３の２４第１項の規定に基づき、工場又は事業所ごとに保安規定を定

め、原子力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、原子炉設置者は 

・法第４３条の３の３４第２項 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産

業省令第７７号。以下「実用炉規則」という。）第９２条第３項 

・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成１２

年総理府令第１２２号。以下「研開炉規則」という。）第８７条第３

項 

１．はじめに 

本審査基準は、廃止措置計画の認可を受けようとする発電用原子炉

設置者及び廃止措置計画の認可を受けた発電用原子炉設置者（以下

「原子炉設置者」という。）から申請された廃止措置計画の認可を受け

ようとする発電用原子炉施設及び廃止措置計画の認可を受けた発電

用原子炉施設（以下「原子炉施設」という。）に係る保安規定認可申請

書又は保安規定変更認可申請書（以下「申請書」という。）の審査に適

用する。 

 

原子炉設置者は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和３２年法律第１６６号。以下「法」という。）第４３条の

３の２４第１項の規定に基づき、事業所ごとに保安規定を定め、原子

力規制委員会の認可を受けることが義務付けられている。 

これを受け、原子炉設置者は 

・法第４３条の３の３３第２項 

・実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（昭和５３年通商産

業省令第７７号。以下「実用炉規則」という。）第９２条第３項 

・研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則（平成１２

年総理府令第１２２号。以下「開発炉規則」という。）第８７条第３

項 
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において規定されている各項目について、追加又は変更した保安規定

の認可を受けるため、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請され

た保安規定について、法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件

である 

・法第４３条の３の５第１項若しくは第４３条の３の８第１項の許

可を受けたところ又は同条第３項若しくは第４項前段の規定に

より届け出たところによるものでないと認められないこと 

・核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用

原子炉による災害の防止上十分でないものであると認められな

いこと 

を確認するための審査を行う。 

したがって、原子炉設置者から申請された廃止措置段階の保安規定

の審査における基準を明確にする観点から、廃止措置段階の保安規定

の審査に当たって確認すべき事項等を次のとおり定める。 

 

注）実用炉規則第９２条第３項、研開炉規則第８７条第３項柱書きに

「法第４３条の３の３４第２項の認可を受けようとする者は、当該

認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定めら

れている廃止措置を実施するため、法第４３条の３の２４第１項の

規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加

し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。」と規定

していることから、廃止措置計画（変更）の認可の日までに認可を

において規定されている各項目について、追加又は変更した保安規定

の認可を受けるため、申請書を提出することが求められている。 

申請書を受理した原子力規制委員会は、原子炉設置者から申請され

た保安規定について、法第４３条の３の２４第２項に定める認可要件

である「核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発

電用原子炉による災害の防止上十分でないと認められない」ことを確

認するための審査を行う。 

 

 

 

 

 

したがって、原子炉設置者から申請された保安規定の審査における

基準を明確にする観点から、当該保安規定の認可の審査に当たって確

認すべき事項等を下記のとおり定める。 

 

注）実用炉規則第９２条第３項、開発炉規則第８７条第３項の冒頭に

「法第４３条の３の３３第２項の認可を受けようとする者は、当該

認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定めら

れている廃止措置を実施するため、法第４３条の３の２４第１項の

規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加

し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。」とあ

り、廃止措置計画（変更）の認可の日までに認可を受ける必要があ
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受ける必要がある。 

 

２．個々の事項に対する審査 

個々の記載事項に対する審査における基準は以下のとおりとする。 

 

（１） 関係法令及び保安規定の遵守のための体制 

・実用炉規則第９２条第３項第１号 

・研開炉規則第８７条第３項第１号 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関

与を含む。）に関することについては、保安規定に基づき、要領

書、手順書その他保安に関する文書について、重要度等に応じ

て定めるとともに、これを遵守することが定められているこ

と。また、これらの文書の位置付けが明確にされていること。

特に、経営責任者の積極的な関与が明記されていること。 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

め、コンプライアンスに係る体制が確実に構築されていること

が明確となっていること。 

 

 

（削る） 

 

 

 

る。 

 

２．個々の事項に対する審査 

個々の記載事項に対する審査における基準は以下のとおりとする。 

 

（１） 関係法令及び保安規定の遵守のための体制 

・実用炉規則第９２条第３項第１号 

・開発炉規則第８７条第３項第１号 

１）関係法令及び保安規定の遵守のための体制（経営責任者の関

与を含む。）に関することについては、保安規定に基づき要領

書、作業手順書その他保安に関する文書について、重要度等に

応じて定めるとともに、これを遵守し、その位置づけが明確に

されていること。特に、経営責任者の積極的な関与が明記され

ていること。 

２）保安のための関係法令及び保安規定の遵守を確実に行うた

め、いわゆるコンプライアンスに係る体制が確実に構築されて

いることが明確となっていること。特に、経営責任者の積極的

な関与が明記されていること。 

 

（２） 安全文化を醸成するための体制 

・実用炉規則第９２条第３項第２号 

・開発炉規則第８７条第３項第２号 

１）安全文化を醸成するための体制（経営責任者の関与を含む。）
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（２） 品質マネジメントシステム 

・実用炉規則第９２条第３項第２号 

・研開炉規則第８７条第３項第２号 

１）品質マネジメントシステム（以下「ＱＭＳ」という。）につい

ては、法第４３条の３の５第１項又は第４３条の３の８第１項

の許可（以下単に「許可」という。）若しくは法第４３条の３の

３４第２項の認可を受けたところによるものであり、かつ、原

子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の

基準に関する規則（令和 年原子力規制委員会規則第 号）及

び原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体

制の基準に関する規則の解釈（番号（令和 年 月 日原子力

規制委員会決定））を踏まえて定められていること。 

具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善に係る組

織及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制や手順

書等の位置付けを含めて、発電用原子炉施設の保安活動に関す

に関することについては、保安規定に基づき要領書、作業手順

書その他保安に関する文書について、重要度等に応じて定める

とともに、その位置づけが明確にされていること。特に、経営

責任者の積極的な関与が明記されていること。 

２）保安の確保を最優先する価値観を組織の中で形成し、維持し、

強化していく当該組織としての文化を継続的に醸成するため

の体制を確実に構築することが明確となっていること。 

 

（３） 原子炉施設の品質保証 

・実用炉規則第９２条第３項第３号 

・開発炉規則第８７条第３項第３号 

１）「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第７条の３か

ら第７条の３の７及び研究開発段階にある発電の用に供する

原子炉の設置、運転等に関する規則第２６条の２から第２６条

の２の７の要求事項に対する社団法人日本電気協会電気技術

規程「原子力発電所における安全のための品質保証規程（ＪＥ

ＡＣ４１１１－２００９）」の取扱いについて（内規）」（平成２

１・０９・１４原院第１号（平成２１年１０月１６日原子力安

全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１６５ｃ－０９－１、ＮＩＳＡ－

１９６ｃ－０９－３）））において認められたＪＥＡＣ４１１１

－２００９又はそれと同等の規格に基づく品質保証計画が定

められていること。 
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る管理の程度が把握できるように定められていること。また、

その内容は、原子力安全に対する重要度に応じて、その適用の

程度を合理的かつ組織の規模に応じたものとしているととも

に、定められた内容が、合理的に実現可能なものであること。 

その際、要求事項を個別業務に展開する具体的な体制及び方

法について明確にされていること。この具体的な方法について

保安規定の下位文書も含めた文書体系の中で定める場合には、

当該文書体系について明確にされていること。 

（削る） 

 

 

 

 

２）手順書等の保安規定上の位置付けに関することについては、

要領書、手順書その他保安に関する文書について、これらを遵

守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次文書、

３次文書等といったＱＭＳに係る文書の階層的な体系におけ

る位置付けが明確にされていること。 

 

 

（３） 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 

・実用炉規則第９２条第３項第３号 

・研開炉規則第８７条第３項第３号 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）品質保証に関する記載内容については、「原子力発電所の保

安規定における品質保証に関する記載について」（平成１６・

０３・０４原院第３号（平成１６年３月２２日原子力安全・保

安院制定（ＮＩＳＡ－１６５ａ－０４－３）））を参考として記

載していること。 

３）作業手順書等の保安規定上の位置付けに関することについて

は、実用炉規則第７６条又は開発炉規則第７１条に規定された

要領書、作業手順書その他保安に関する文書について、これら

を遵守するために、重要度等に応じて、保安規定及びその２次

文書、３次文書等といった品質保証に係る文書の階層的な体系

の中で、その位置づけが明確化されていること。 

 

（４） 廃止措置の品質保証 

・実用炉規則第９２条第３項第４号 

・開発炉規則第８７条第３項第４号 
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（略） 

 

（４） 廃止措置を行う者の職務及び組織 

・実用炉規則第９２条第３項第４号 

・研開炉規則第８７条第３項第４号 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

１）本店（本部）及び工場又は事業所における廃止措置段階の発

電用原子炉施設に係る保安のために講ずべき措置に必要な組

織及び各職位の職務内容が定められていること。 

 

 

 

 

（削る） 

（略） 

 

（５） 廃止措置を行う者の職務及び組織 

・実用炉規則第９２条第３項第５号 

・開発炉規則第８７条第３項第５号 

本店（本部）及び事業所における廃止措置段階の原子炉施設に

係る保安のために講ずべき措置に必要な組織及び各職位の職務

内容が定められていること。 

本事項の記載においては、廃止措置段階の原子炉施設の管理

は、申請書等に記載したところ及びそれぞれの規則に定める措置

義務を確実に履行することはもとより、核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物又は廃止措置段階の発電用原子炉によ

る災害を防止するため、保安規定を定め、自らの保安活動を確実

に実施する旨が明記された上で、以下について定められているこ

と。 

１）廃止措置段階の原子炉施設の管理に係る保安のための職務

（工場又は事業所内の保安の監督に関する責任者及び各職務）

及び責任範囲並びに組織に関すること 

ここで、本項において明記された各職務等については、実用炉

規則第９２条第３項第１号から第２７号及び開発炉規則第８

７条第３項第１号から第２７号に掲げる各事項において、その

関わりが明記されていること。 

２）会議体に関すること 
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２）廃止措置主任者の選任に関すること 

（削る） 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

廃止措置に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置

主任者」という。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い

及び管理に関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措

置の段階に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と併

会議体を設ける場合は、その役割、位置付け、審議事項及び

構成員に関すること。 

３）発電用原子炉主任技術者の選任に関すること 

法第４３条の３の３２の廃止措置計画の認可を受けるとと

もに、発電用原子炉の機能停止措置を行った場合は、法第４３

条の３の２６第１項の「発電用原子炉の運転」を行うものでは

ないことから、原子炉設置者については、その旨の保安規定の

変更認可を受けた後は同項の規定による発電用原子炉主任技

術者の選任を要しないものとする。 

ただし、原子炉設置者は、廃止措置を行うに当たっては、一

般公衆や放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定め

る線量限度を超えないよう、その進捗に応じて、核燃料物質や

放射性廃棄物の取扱い等に関し、適切に措置を講じる責任があ

る。 

すなわち、原子炉設置者は、施設内に核燃料物質が存在する

場合には、核燃料物質の取扱い、放射性廃棄物の取扱い及び解

体作業に係る被ばく管理に関する措置を、施設内から全ての核

燃料物質を搬出した場合には放射性廃棄物の取扱い及び解体

作業に係る被ばく管理に関する措置を講じる責任がある。 

こうしたことから、法第４３条の３の３２の廃止措置計画の

認可を受けた原子炉施設に係る保安規定においては、廃止措置

に係る保安の監督に関する責任者（以下「廃止措置主任者」と

いう。）として、核燃料物質や放射性廃棄物の取扱い及び管理に
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せて定められていること。また、廃止措置主任者が保安の監督

を適切に行う上で、必要な権限及び組織上の位置付けがなされ

ていること。この際、以下の事項を考慮すること。 

ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 

廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長等）の下

で、組織の長以上の職位の者が、表１記載の資格を有する者

から、廃止措置の段階に応じた専門的知識や実務経験及び

職位を考慮して選任すること及び当該主任者は、その職務

の重要性から、組織の長等に対し、意見具申できる立場に配

置すること。 

ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること。 

（削る） 

 

a.  （略） 

b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指

導・助言を行うこと。 

c.～ g. （略） 

ⅲ. 廃止措置主任者の意見等の尊重 

a.  （略） 

b. 発電用原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止措置

主任者の指導・助言を尊重すること。 

ⅳ. 廃止措置主任者を補佐する組織 

廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、そ

関する専門的知識及び実務経験を有する者を廃止措置の段階

に応じて配置することが、その職務及び責任範囲と併せて以下

のような事項が明記されていることが望ましい。 

ⅰ. 廃止措置主任者の選任及び配置に関すること 

ここで、廃止措置主任者は、原子炉設置者（社長、理事長

等）の下で、組織の長以上の職位の者が、表１記載の資格を

有する者から、廃止措置の段階に応じた専門的知識や実務

経験及び職位を考慮して選任すること及び当該主任者は、

その職務の重要性から、組織の長等に対し、意見具申できる

立場に配置することが明記されていること。 

ⅱ. 廃止措置主任者の職務に関すること 

ここで、職務については、以下のような事項が明記されて

いること。 

    a. （略）  

    b. 原子炉施設の廃止措置に従事する者に対して、指導・助

言を行うこと。 

    c.～g. （略）  

ⅲ. 廃止措置主任者の意見等の尊重 

    a. （略） 

    b. 原子炉施設の廃止措置に従事する者は、廃止措置主任者

の指導・助言を尊重すること。 

ⅳ. 廃止措置主任者を補佐する組織 

廃止措置の対象となる原子炉施設については、その規模
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の規模や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等

が多様であることを勘案し、個々の原子炉設置者の判断に

より、廃止措置主任者の補佐組織を設けることは妨げない。 

この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときには、当該

組織による補佐業務が影響を受けないよう指揮命令系統を

明確にすること。 

ⅴ. 廃止措置主任者の代行者の選任及び配置 

廃止措置の対象となる発電用原子炉施設については、そ

の規模等や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模

等が多様であることを勘案し、個々の原子炉設置者の判断

により、廃止措置主任者の代行者をあらかじめ選任し、配置

しておくことを妨げない。この場合、保安の監督に関する代

行者の選任及び配置については、「ⅰ. 廃止措置主任者の

選任及び配置に関すること」と同様の手続とすること。 

 

なお、法第４３条の３の３４第２項の廃止措置計画の認可を

受けるとともに、発電用原子炉の機能停止措置を行った場合は、

当該発電用原子炉については、法第４３条の３の２６第１項の

「発電用原子炉の運転」を行うものではないことから、その旨

の保安規定の変更認可を受けた原子炉設置者については、同項

の規定による当該発電用原子炉に係る発電用原子炉主任技術者

の選任を要しない。 

表１ （略） 

や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多様

であることを勘案し、個々の原子炉設置者の判断により、廃

止措置主任者の補佐組織を設けることは妨げない。 

この場合、補佐組織が他の職務を兼務するときには、当該

組織による補佐業務が影響を受けないよう指揮命令系統が

明記されていること。 

ⅴ. 廃止措置主任者の代行者の選任及び配置 

廃止措置の対象となる原子炉施設については、その規模

等や当該施設を設置する工場又は事業所の組織規模等が多

様であることを勘案し、個々の原子炉設置者の判断により、

廃止措置主任者の代行者をあらかじめ選任し、配置してお

くことを妨げない。この場合、保安の監督に関する代行者の

選任及び配置については、「ⅰ. 廃止措置主任者の選任及

び配置に関すること」と同様の手続きが明記されているこ

と。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

表１ （略） 
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（５） 廃止措置を行う者に対する保安教育 

・実用炉規則第９２条第３項第５号 

・研開炉規則第８７条第３項第６号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者（役務を供給する

事業者に属する者を含む。以下「従業員」という。）について、

保安教育実施方針が定められていること。 

２）従業員について、保安教育実施方針に基づき、保安教育実施

計画を定め、計画的に保安教育を実施することが定められてい

ること。 

３）従業員について、保安教育実施方針に基づいた保安教育実施

状況を確認することが定められていること。 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関

する業務の補助を行う従業員については、当該業務に係る保安

教育を実施することが定められていること。 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を

起こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内

容、その見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

（６） 発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

・実用炉規則第９２条第３項第６号 

・研開炉規則第８７条第３項第７号 

 

（６） 廃止措置を行う者に対する保安教育 

・実用炉規則第９２条第３項第６号 

・開発炉規則第８７条第３項第６号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針が

定められていること。 

 

２）従業員及び協力企業の従業員について、保安教育実施方針に

基づき、保安教育計画を定め、計画的に保安教育を実施するこ

とが定められていること。 

３）協力企業の従業員について、保安教育実施方針に基づいた保

安教育実施状況を確認することが定められていること。 

４）燃料取扱に関する業務の補助及び放射性廃棄物取扱設備に関

する業務の補助を行う協力企業従業員については、従業員に準

じて保安教育を実施することが定められていること。 

５）保安教育の内容について、関係法令及び保安規定への抵触を

起こさないことを徹底する観点から、具体的な保安教育の内容

とその見直しの頻度等について明確に定められていること。 

 

（７） 発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置 

・実用炉規則第９２条第３項第７号 

・開発炉規則第８７条第３項第７号 
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※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定

められていること。 

具体的には 

１）発電用原子炉の炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

２）原子炉制御室の原子炉モードスイッチを原則として停止から

他の位置に切り替えないこと。 

３） （略） 

等が明確になっていること。 

 

（７） 発電用原子炉施設の運転の安全審査 

・実用炉規則第９２条第３項第７号 

・研開炉規則第８７条第３項第８号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安に関する重要事項及び発電用原子炉

施設の保安運営に関する重要事項を審議する委員会の設置、構

成及び審議事項について定められていること。 

 

（８） 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びに立入制限 

・実用炉規則第９２条第３項第８号 

・研開炉規則第８７条第３項第９号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）・２） （略） 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

発電用原子炉を恒久的に運転停止するために講ずべき措置が定

められていること。 

具体的には 

１）発電用原子炉炉心に核燃料物質を装荷しないこと。 

２）中央制御室の発電用原子炉モードスイッチを原則として停止

から他の位置に切り替えないこと。 

３） （略） 

等が明確になっていること。 

 

（８） 原子炉施設の運転の安全審査 

・実用炉規則第９２条第３項第８号 

・開発炉規則第８７条第３項第８号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）原子炉施設の保安に関する重要事項及び原子炉施設の保安運

営に関する重要事項を審議する会議体に関すること。ここで、

会議体に関することとは、会議体の審議事項、構成員をいう。 

 

（９） 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定及び立入制限 

・実用炉規則第９２条第３項第９号 

・開発炉規則第８７条第３項第９号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）・２） （略） 
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３）管理区域内において特別措置が必要な区域について講ずべき

措置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量

率、空気中の放射性物質濃度及び床、壁その他人の触れるおそ

れのある物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

４）・５） （略） 

６）管理区域へ出入りする者に遵守させるべき事項及びそれを遵

守させる措置が定められていること。 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等の搬出及び運搬をする際

に講ずべき事項が定められていること。 

８）・９） （略） 

１０）役務を供給する事業者に対して遵守させる放射線防護上の

必要事項及びこれを遵守させる措置が定められていること。 

 

（９） 排気監視設備及び排水監視設備 

・実用炉規則第９２条第３項第９号 

・研開炉規則第８７条第３項第１０号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出物質濃度の測

定等の放出管理に係る設備の設置及び機能の維持の方法並び

にその使用方法が定められていること。 

 

これらの設備の機能の維持の方法については、施設全体の管

理方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と

３）管理区域内において特別措置が必要な区域について採るべき

措置を定め、特別措置を実施する外部放射線に係る線量当量率、

空気中の放射性物質濃度及び床、壁、その他人の触れるおそれ

のある物の表面汚染密度の基準が定められていること。 

４）・５） （略） 

６）管理区域へ出入りする所員に遵守させるべき事項及びそれを

遵守させる措置が定められていること。 

７）管理区域から物品又は核燃料物質等を搬出及び運搬する際に

講ずべき事項が定められていること。 

８）・９） （略） 

１０）請負会社に対して遵守させる放射線防護上の必要事項及び

それを遵守させる措置が定められていること。 

 

（１０） 排気監視設備及び排水監視設備 

・実用炉規則第９２条第３項第１０号 

・開発炉規則第８７条第３項第１０号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射性気体廃棄物の放出箇所、放射性気体廃棄物の放出管理

目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性気

体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められている

こと。 

（新設） 
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併せて定められていてもよい。また、これらの設備のうち放射

線測定に係るものの使用方法については、施設全体の管理方法

の一部として、（１１）における放射線測定器の管理及び放射線

の測定の方法に関する事項と併せて定められていてもよい。 

  （削る） 

 

 

 

 

（１０） 線量、線量当量、汚染の除去等 

 

・実用炉規則第９２条第３項第１０号 

・研開炉規則第８７条第３項第１１号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えな

いための措置（個人線量計の管理の方法を含む。）が定められて

いること。 

２）国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示し

た放射線防護の基本的考え方を示す概念（as low as 

reasonably achievable。以下「ＡＬＡＲＡ」という。）の精神

にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理することが

定められていること。 

３） （略） 

 

 

 

 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放射性液体廃棄物の放出管理

目標値及び基準値を満たすための放出管理方法並びに放射性液

体廃棄物の放出物質濃度の測定項目及び頻度が定められている

こと。 

 

（１１） 汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視及び汚染の

除去 

・実用炉規則第９２条第３項第１１号 

・開発炉規則第８７条第３項第１１号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線業務従事者の受ける線量及び放射線業務従事者が呼吸

する空気中の放射性物質の濃度に関すること。線量限度を超え

ないための措置が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

２） （略） 
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４）実用炉規則第７８条又は研開炉規則第７３条に基づく床、壁

等の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められ

ていること。 

 

 

 

５） （略） 

６）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を

除く。）の工場又は事業所の外への運搬に関する行為（工場又は

事業所の外での運搬中に関するものを除く。）が定められてい

ること。なお、この事項は、（１２）及び（１３）における運搬

に関する事項と併せて定められていてもよい。 

７）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについて

は、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

いについて（指示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成

２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１

ａ－０８－１）））を参考として記載していること。なお、この

事項は、放射性廃棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）

における放射性廃棄物の管理に関する事項と併せて定められ

ていてもよい。 

８）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、

同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に

基づき、当該認可を受けた申請書等において記載された内容を

３）管理区域内の床、壁、その他人の触れるおそれのある物であ

って放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の

密度が原子力規制委員会の定めた密度を超えた場合等の措置

に関することとして、実用炉規則第７８条に基づく、床、壁等

の除染を実施すべき表面汚染密度の明確な基準が定められて

いること。 

４） （略） 

５）核燃料物質等（新燃料、使用済燃料及び放射性固体廃棄物を

除く。）の工場又は事業所外への運搬に関する工場又は事業所

内の行為が定められていること。 

 

 

６）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについて

は、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

いについて（指示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成

２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１

ａ－０８－１）））を参考として記載していること。 

 

 

 

７）法第６１条の２第２項により認可を受けた場合においては、

同項により認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に

基づき、同法６１条の２第１項の確認を受けようとする物に含
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満足するよう、同条第１項の確認を受けようとする物に含まれ

る放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行い、適切に取り

扱うことが定められていること。なお、この事項は、放射性廃

棄物との仕分け等を明確にするため、（１３）における放射性廃

棄物の管理に関する事項と併せて定められていてもよい。 

  （削る） 

 

 

 

 

 

 

 

９） （略） 

 

（１１） 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法 

・実用炉規則第９２条第３項第１１号 

・研開炉規則第８７条第３項第１２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放射線測定器（放出管理用計測器及び放射線計測器を含む。

以下同じ。）の種類、所管箇所、数量及び機能の維持の方法並び

にその使用方法（測定及び評価の方法を含む。）が定められてい

ること。 

まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価を行うことが

定められていること。 

 

 

 

８）法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の取扱いに

関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の方法の

認可について（内規）」（平成１７・１１・３０原院第６号（平

成１８年１月３０日原子力安全・保安院制定）及び平成２３・

０６・２０原院第４号（平成２３年７月１日同院改正））を参考

として記載していること。なお、法第６１条の２第２項による

放射能濃度の測定及び評価方法の認可において記載された内

容を満足するように定められていること。 

９） （略） 

 

（１２） 放射線測定器の管理 

・実用炉規則第９２条第３項第１２号 

・開発炉規則第８７条第３項第１２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）放出管理用計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数

量が定められていること。 
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２）放射線測定器の機能の維持の方法については、施設全体の管

理方法の一部として、（１７）における施設管理に関する事項と

併せて定められていてもよい。 

  （削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

（１２） 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い 

・実用炉規則第９２条第３項第１２号 

・研開炉規則第８７条第３項第１３号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

 

１）核燃料物質の工場又は事業所内における運搬及び工場又は事

業所の外における運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及び貯蔵並

（新設） 

 

 

２）放射線計測器について、計測器の種類、所管箇所及び数量が

定められていること。 

 

（１３） 原子炉施設の巡視 

・実用炉規則第９２条第３項第１３号 

・開発炉規則第８７条第３項第１３号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

日常の巡視活動の評価を踏まえ、原子炉施設における点検対象

施設の巡視これらに伴う処置に関すること（巡視の頻度を含む。）

について、適切な内容が定められていること。 

 

（１４） 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い 

・実用炉規則第９２条第３項第１４号 

・開発炉規則第８７条第３項第１４号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

また、本事項については、以下のような事項が明記されているこ

と。 

１）核燃料物質の工場又は事業所内及び工場又は事業所の外にお

ける運搬に関すること。 

ここでは、工場又は事業所における新燃料の運搬及び貯蔵並
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びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して、臨界に達しないよう

にする措置その他の保安のために講ずべき措置を講ずること

及び貯蔵施設における貯蔵の条件等が定められていること。 

また、新燃料及び使用済燃料の工場又は事業所の外への運搬

に関する行為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを

除く。）が定められていること。なお、この事項は、（１０）及

び（１３）における運搬に関する事項と併せて定められていて

もよい。 

  （削る） 

 

 

（１３） 放射性廃棄物の廃棄 

・実用炉規則第９２条第３項第１３号 

・研開炉規則第８７条第３項第１４号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１） （略） 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、放出管理目標値及び基準値を

満たすための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物

質濃度の測定項目及び頻度が定められていること。 

３）平常時の環境放射線モニタリングの実施体制（計画、実施、

評価等）について定められていること。 

 

４）ＡＬＡＲＡの精神にのっとり、排気、排水等を管理すること

びに使用済燃料の運搬及び貯蔵に際して講ずべき保安管理措

置として、運搬する場合に臨界に達しない措置を講ずること及

び貯蔵施設等が定められていること。 

（新設） 

 

 

 

 

２）貯蔵する核燃料物質の種類及び数量並びに貯蔵施設の管理そ

の他の取扱いに関すること。 

 

（１５） 放射性廃棄物の廃棄 

・実用炉規則第９２条第３項第１５号 

・開発炉規則第８７条第３項第１５号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１） （略） 

２）放射性液体廃棄物の放出箇所、管理目標値及び基準値を満た

すための放出管理方法並びに放射性液体廃棄物の放出物質濃

度の測定項目及び頻度が定められていること。 

（新設） 

 

 

（新設） 
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が定められていること。 

５） （略） 

６）放射性液体廃棄物の固型化等の処理及び放射性廃棄物の工場

又は事業所の外への廃棄（放射性廃棄物の輸入を含む。）に関す

る行為の実施体制が定められていること。 

 

 

 

７）放射性固体廃棄物の工場又は事業所の外への運搬に関する行

為（工場又は事業所の外での運搬中に関するものを除く。）に係

る体制が構築されていることが明記されていること。なお、こ

の事項は、（１０）及び（１２）における運搬に関する事項と併

せて定められていてもよい。 

 

（１４） 非常の場合に講ずべき処置 

・実用炉規則第９２条第３項第１４号 

・研開炉規則第８７条第３項第１５号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１） （略） 

２）緊急時における運転に関する組織内規程類を作成することが

定められていること。 

３） （略） 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は、原子力災害対策特

 

３） （略） 

４）法第６１条の２第１項の確認を受けようとする物の取扱いに

関することについては、「放射能濃度の測定及び評価の方法の

認可について（内規）」を参考として記載していること。なお、

法第６１条の２第２項による放射能濃度の測定及び評価方法

の認可において記載された内容を満足するように定められて

いること。 

５）放射性廃棄物でない廃棄物の取扱いに関することについて

は、「原子力施設における「放射性廃棄物でない廃棄物」の取扱

いについて（指示）」（平成２０・０４・２１原院第１号（平成

２０年５月２７日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１１１

ａ－０８－１）））を参考として記載していること。 

 

（１６） 非常の場合に講ずべき処置 

・実用炉規則第９２条第３項第１６号 

・開発炉規則第８７条第３項第１６号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１） （略） 

２）緊急時における運転操作に関する所内規程類を作成すること

が定められていること。 

３） （略） 

４）緊急事態の発生をもってその後の措置は防災業務計画による
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別措置法（平成１１年法律第１５６号）第７条第１項の原子力

事業者防災業務計画によることが定められていること。 

５） （略） 

６）次に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作業に従

事させるための要員として選定することが定められているこ

と。 

ⅰ．・ⅱ． （略）  

ⅲ．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員は、原子力災害対策特別措置法第８条第３

項に規定する原子力防災要員、同法第９条第１項に規定する

原子力防災管理者又は同条第３項に規定する副原子力防災

管理者であること。 

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理

（放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含

む。）、緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断を

受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関し、適切な内容

が定められていること。 

８）事象が収束した場合には、緊急時体制を解除することが定め

られていること。 

９） （略） 

 

（１５） 設計想定事象等に対する発電用原子炉施設の保全に関する

措置 

ことが定められていること。 

 

５） （略） 

６）次の各号に掲げる要件に該当する放射線業務従事者を緊急作

業に従事させるための要員として選定すること。 

 

ⅰ．・ⅱ． （略） 

ⅲ．実効線量について２５０ｍＳｖを線量限度とする緊急作業

に従事する従業員及び協力企業の従業員は、原子力災害対策

特別措置法第８条第３項に規定する原子力防災要員、同法第

９条第１項に規定する原子力防災管理者又は同法同条第３

項に規定する副原子力防災管理者であること。 

７）放射線業務従事者が緊急作業に従事する期間中の線量管理

（放射線防護マスクの着用等による内部被ばくの管理を含

む。）及び緊急作業を行った放射線業務従事者に対し、健康診断

を受診させる等の非常の場合に講ずべき処置に関すること。 

 

８）事象が収束した場合は、緊急時体制を解除することが定めら

れていること。 

９） （略） 

 

（１７） 火災発生時の体制の整備 

 



 

20 
 

・実用炉規則第９２条第３項第１５号 

・研開炉規則第８７条第３項第１６号 

 （削る） 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）許可を受けたところによる基本設計ないし基本的設計方針又

は法第４３条の３の３４第２項の認可を受けた廃止措置計画

に則した対策が機能するよう、想定する事象に応じて、次に掲

げる措置を講ずることが定められていること。 

ⅰ．発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関

する計画を策定し、要員を配置するとともに、計画に従って

必要な活動を行わせること。特に、当該計画には、次に掲げ

る事項（研究開発段階発電用原子炉にあっては、ロに掲げる

事象を除く。）を含めること。 

イ 火災 

可燃物の管理、消防吏員への通報、消火又は延焼の防止

その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に

関すること。 

 

ロ 火山現象による影響（影響が発生するおそれを含む。以

下「火山影響等」という。） 

 火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の

機能を維持するための対策に関すること。 

ハ 重大事故に至るおそれのある事故（運転時の異常な過渡

・実用炉規則第９２条第３項第１７号 

・開発炉規則第８７条第３項第１７号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．火災が発生した場合（以下「火災発生時」という。）における

原子炉施設の保全のための活動（消防吏員への通報、消火又は

延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う

活動を含む。以下同じ。）を含む火災防護対策を行う体制の整備

に関し、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

ために必要な計画を策定すること。 

２）火災の発生を消防官吏に確実に通報するために必要な設備

を設置すること。 

３）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

ために必要な要員を配置すること。 

４）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

要員に対する訓練に関すること。 

５）火災発生時における原子炉施設の保全のための活動を行う

ために必要な化学消防自動車、泡消火薬剤その他の資機材を

備え付けること。 

６）持込物（可燃物）の管理に関すること。 

７）その他、火災発生時における原子炉施設の保全のための活

動を行うために必要な体制を整備すること。 
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変化及び設計基準事故を除く。）又は重大事故（以下「重大

事故等」という。） 

 重大事故等発生時における使用済燃料貯蔵設備に貯蔵

する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関する

こと。 

ニ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損

壊（以下「大規模損壊」という。） 

① 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した

場合における消火活動に関すること。 

② 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位

を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和

するための対策に関すること。 

③ 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減

するための対策に関すること。 

ⅱ．必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育

及び訓練に関すること。特に重大事故等又は大規模損壊の発

生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するた

めの活動を行う要員に対する教育及び訓練については、それ

ぞれ毎年１回以上定期に実施すること。 

ⅲ．必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源

車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、

照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付け

８）火災発生時におけるそれぞれの措置について、定期的に評

価するとともにその結果を踏まえて必要な措置を講じるこ

と。 
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ること。 

ⅳ．その他必要な機能を維持するための活動を行うために必要

な体制を整備すること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１８） 内部溢水発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１８号 

・開発炉規則第８７条第３項第１８号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

原子炉施設内において溢水が発生した場合（以下「内部溢水発生

時」という。）における原子炉施設の保全のための体制の整備に関

し、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うための必要な計画を策定すること。 

２）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な要員を配置すること。 

３）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う要員に対する訓練に関すること。 

４）内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

うために必要な照明器具、無線機器その他の資機材を備え付け

ること 

５）その他、内部溢水発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制を整備すること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）内部溢水時におけるそれぞれの措置について、定期的に評価

するとともに、その結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

 

（１８の２） 火山影響等発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１８号の２ 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

火山現象による影響が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「火山影響等発生時」という。）における原子炉施設の保全の

ための活動を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じること

が定められていること。 

１）火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な計画を策定すること。 

２）火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な要員を配置すること。 

３）火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行う要員に対する訓練に関すること。 

４）火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要なフィルターその他の資機材を備え付

けること。 

５）火山影響等発生時における非常用交流動力電源設備の機能を

維持するための対策に関することを定め、これを要員に守らせ

ること。 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６）その他、火山影響等発生時における発電用原子炉施設の保全

のための活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７）火山影響等発生時におけるそれぞれの措置について、定期的

に評価するとともに、その結果を踏まえて必要な措置を講じる

こと。 

 

（１９） 重大事故等発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第１９号 

・開発炉規則第８７条第３項第１９号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．重大事故に至るおそれのある事故（設計基準事故を除く。）又は

重大事故が発生した場合（以下「重大事故等発生時」という。）に

おける原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備に関し

ては、次に掲げる措置を講じることが定められていること。 

１）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な計画を策定すること。 

２）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な要員（以下「対策要員」という。）を配置する

こと。 

３）対策要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施

すること。 

４）重大事故等発生時における原子炉施設の保全のための活動を
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他の資

機材を備え付けること。 

５）使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の損傷を防止するため

の対策に関する所内規程類を定め、これを対策要員に守らせる

こと。 

６）その他、重大事故発生時における原子炉施設の保全のための

活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７）前各号の措置の内容について、定期的に評価するとともに、

その結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

２．重大事故発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３条

の３の５第１項に基づく設置許可申請書及び同添付書類又は法

第４３条の３の６第１項に基づく発電用原子炉設置変更許可申

請書及び同添付書類に記載された有効性評価の前提条件その他

の措置に関する基本的内容を満足するよう定められていること。 

 

（２０） 大規模損壊発生時の体制の整備 

・実用炉規則第９２条第３項第２０号 

・開発炉規則第８７条第３項第２０号 

※廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合を除く。 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突によるテロ

リズムその他の外部から事象の発生により原子炉施設の大規模

な損壊が生じた場合（重大事故発生時の場合を除く。以下「大規
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模損壊発生時」という。）における原子炉施設の保全のための活動

を行う体制の整備に関し、次に掲げる措置を講じることが定めら

れていること。 

１）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な計画を策定すること。 

２）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な要員を配置すること。 

３）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行う要員に対する教育及び訓練を毎年一回以上定期的に実施

すること。 

４）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な電源車、消防自動車、消火ホースその他の資

機材を備え付けること。 

５）大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を

行うために必要な次に掲げる事項に関する所内規程を定め、こ

れを要員に守らせること。 

ⅰ．大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合に

おける消火活動に関すること。 

ⅱ．大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保

するための対策及び燃料の損傷を緩和するための対策に関

すること。 

ⅲ．大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するた

めの対策に関すること。 
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（１６） 発電用原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する適正な

記録及び報告 

・実用炉規則第９２条第３項第１６号及び第１７号 

・研開炉規則第８７条第３項第１７号及び第１８号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作

成し、管理することが、明確に記載されていること。その際、

保安規定及びその下位文書において、必要な記録を適正に作成

し、管理するための措置が定められていること。 

２）実用炉規則第６７条又は研開炉規則第６２条に定める記録に

ついて、その記録の管理に関すること（計量管理規定及び核物

質防護規定で定めるものを除く。）が定められていること。 

３）発電所長及び廃止措置主任者に報告すべき事項が定められて

６）その他、大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のため

の活動を行うために必要な体制を整備すること。 

７）前各号の措置の内容について定期的に評価するとともに、そ

の結果を踏まえて必要な措置を講じること。 

２．大規模損壊発生時におけるそれぞれの措置について、法第４３

条の３の５第１項に基づく設置許可申請書及び同添付書類又は

法第４３条の３の６第１項に基づく発電用原子炉設置変更許可

申請書及び同添付書類に記載された措置に関する内容を満足す

るよう定められていること。 

 

（２１） 原子炉施設及び廃止措置に係る保安に関する適正な記録及

び報告 

・実用炉規則第９２条第３項第２１号及び第２２号 

・開発炉規則第８７条第３項第２１号及び第２２号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．原子炉施設に係る保安に関し、必要な記録を適正に作成し、管

理することが、明確に記載されていること。その際、保安規定及

びその下位文書において、必要な記録を適切に作成し、管理する

ための措置が定められていることが求められる。 

２．実用炉規則第６７条又は開発炉規則第６２条に定める記録につ

いて、その記録の管理が定められていること（計量管理規定で定

めるものを除く。）。 

３．所長及び廃止措置の監督を行う者に報告すべき事項が定められ
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いること。 

４）特に、実用炉規則第１３４条各号又は研開炉規則第１２９条

各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発

生した場合においては、例えば、経営責任者に確実に報告がな

される体制が構築されていることなど、安全確保に関する経営

責任者の強い関与が明記されていること。 

５）当該事故故障等の事象に準ずる重大な事象について、具体的

に明記されていること。 

 

（１７） 発電用原子炉施設の施設管理 

・実用炉規則第９２条第３項第１８号 

・研開炉規則第８７条第３項第１９号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の策定並

びにこれらの評価及び改善について、「原子力事業者等におけ

る使用前事業者検査、定期事業者検査、保安のための措置等

に係る運用ガイド」（番号（令和 年 月 日原子力規制委

員会決定））を参考として定められていること（廃止措置計

画の認可後に安全機能を維持する必要のある施設の施設管理

を含む。）。 

２）使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することが

定められていること。 

  （削る） 

ていること。 

４．特に、実用炉規則第１３４条各号又は開発炉規則第１２９条各

号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生し

た場合において、例えば、経営責任者に確実に報告がなされる体

制が構築されていることなど、安全確保に関する経営責任者の強

い関与が明記されていること。 

５．当該事故故障等の事象に準ずる、重大な事象について、具体的

に明記されていること。 

 

（２２） 原子炉施設の保守管理 

・実用炉規則第９２条第３項第２３号 

・開発炉規則第８７条第３項第２３号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第１１条第１項

及び研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等

に関する規則第３０条第１項に掲げる保守管理について（内規）」

（平成２０・１２・２２原院第３号（平成２０年１２月２６日原

子力安全・保安院制定））において認められたＪＥＡＣ４２０９－

２００７又はそれと同等の規格に基づく保守管理の実施方法が

定められていること。 

２．日常の保安活動の評価を踏まえ、原子炉施設の保守管理に関す

ることについて、適切な内容が定められていること。 

３．予防保全を目的とした保全作業について、やむを得ず保全作業
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  （削る） 

 

 

（１８） 保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者

との共有 

・実用炉規則第９２条第３項第１９号 

・研開炉規則第８７条第３項第２０号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会、ＰＷＲ事業者連絡会

等の事業者の情報共有の場を活用し、他の原子炉設置者と共有し、

自らの発電用原子炉施設の保安を向上させるための措置が記載さ

れていること。 

 

（１９） 不適合に関する情報の公開 

・実用炉規則第９２条第３項第２０号 

・研開炉規則第８７条第３項第２１号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１）発電用原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発

生した場合の公開基準が明確に定められていること。 

を行う場合には、法令に基づく点検及び補修、事故又は故障の再

発防止対策の水平展開として実施する点検及び補修等に限るこ

とが定められていること。 

４．保守管理には、溶接事業者検査の実施に関することが含まれて

いること。 

 

（２３） 保安に関する技術情報についての他の原子炉設置者との共

有 

・実用炉規則第９２条第３項第２４号 

・開発炉規則第８７条第３項第２４号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

プラントメーカーなどの保守点検を行った事業者から得られた

保安に関する技術情報をＢＷＲ事業者協議会やＰＷＲ事業者連絡

会などの事業者の情報共有の場を活用し、他の原子炉設置者と共有

し、自らの原子炉施設の保安を向上させるための措置が記載されて

いること。 

 

（２４） 不適合に関する情報の公開 

・実用炉規則第９２条第３項第２５号 

・開発炉規則第８７条第３項第２５号 

本事項については、以下のような事項が明記されていること。 

１．原子炉施設の保安の向上を図る観点から、不適合が発生した場

合の公開基準が明確に定められていること。 



 

30 
 

２）情報の公開に関し、原子力施設情報公開ライブラリーへの登

録等に必要な事項が定められていること。 

 

（２０） 廃止措置の管理 

・実用炉規則第９２条第３項第２１号 

・研開炉規則第８７条第３項第２２号 

（略） 

 

（２１） その他必要な事項 

・実用炉規則第９２条第３項第２２号 

・研開炉規則第８７条第３項第２３号 

  前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１）日常のＱＭＳに係る活動の結果を踏まえ、必要に応じ、発電

用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

２）保安規定を定める「目的」が、核燃料物質、核燃料物質によっ

て汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止を図るもの

２．情報の公開に関し、原子力施設情報ライブラリー等への登録な

どに必要な事項が記載されていること。 

 

（２５） 廃止措置の管理 

・実用炉規則第９２条第３項第２６号 

・開発炉規則第８７条第３項第２６号 

（略） 

 

（２６） その他、原子炉施設又は廃止措置に係る保安 

・実用炉規則第９２条第３項第２７号 

・開発炉規則第８７条第３項第２７号 

前各項に加えて、以下の内容を定めていること。 

１．日常の品質保証活動の結果を踏まえ、必要に応じ、原子炉施設

に係る保安に関し必要な事項を定めていること。 

２．廃止措置計画の認可後に安全機能を維持する必要のある施設の

保守管理については、保安規定に必要事項を記載すること。 

３．安全文化を基礎とし、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１

９７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（Ａ

ＬＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっと

り、原子力施設の災害防止のために適切な品質保証活動のもと保

安活動を実施することが「基本方針」として定められていること。 

４．原子炉設置者が、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染

された物又は発電用原子炉による災害を防止するため、保安活動
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として定められていること。 

 

を法第４３条の３の２４第３項の規定に基づき保安規定として

定めることが「目的」として定められていること。 

 


